
 

 

 

 

令和６年能登半島地震を踏まえた防災・減災対策の 

検証結果（最終公表）について 

 

 

和歌山県では令和６年能登半島地震を踏まえ、本県の防災・減災対策で遺漏し

た取組や各分野で能登半島よりも甚大な被害が発生する可能性がないか、また、

今後発生が懸念される南海トラフ地震に備え、各対策が機能するかについて、「半

島防災」の観点から重点的に検証を行いました。 

課題に対して、来年度までに取組に着手する短期的な取組62件、５年以内の完

了を目指す中長期的な取組47件、国への要望１件の計110件の取組について、別紙

のとおりまとめました。 

検証結果とともに、この内容を踏まえた県民の皆様へのメッセージも発信しま

す。 

 

 

 ※詳細は別紙のとおり 
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令和６年能登半島地震を踏まえた

防災・減災対策の検証結果（最終公表）
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⒈ 目指すべき自助、共助、公助

⒉ きめ細かな被災者支援

⒊ 応援、受援体制の強化

⒋ 迅速かつ的確な初動体制

⒌ インフラの強靱化と復旧

令和６年能登半島地震を踏まえた防災・減災対策の検証（最終公表）

●過去の点検で対策ができているか

●能登半島地震や本県特有の

課題について「半島防災」の観点

から重点検証を行う

●地域防災計画の反映も併せて

検討する

検 証 ５ つ の 柱検 証 の 考 え 方

１

■能登半島と本県とは、地理、地域社会や交通基盤で共通点が多い

・ 今後発生が懸念される南海トラフ地震に備え、本県防災・減災対策が機能するか

・ 遺漏した取組や各分野で能登半島よりも甚大な被害が発生する可能性がないか

・ 10月に中間報告を公表

・ 更に検証を進め、取組の追加、中長期的取組の整理を実施

・ 今回、検証の最終公表を行うもの



令和６年能登半島地震を踏まえた防災・減災対策の検証スケジュール
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※完了に6年以上要する「公共工事」
についても中長期的取組として整理



⒈ 目指すべき自助、共助、公助（主な課題とそれに対する取組）
3

大規模災害への備え

住宅などの耐震化促進

【課題】
①発災直後に食料など物資が不足した

②道路寸断により孤立集落（24地区）に物資

輸送が困難となり、解消に14日要した

③帰省、旅行者の多くが避難場所の認識がなかった

④外国人観光客は、安全な避難などに必要な情報

を迅速に得ることができなかった

【取組】
❶県民への１週間程度の食料品や携帯トイレなどの

備蓄の呼びかけ

❷市町村がドローンを活用した物資輸送ができるよう
運用体制の構築を支援 （予算）26,457千円

❸観光客に対し、旅行前、旅行中に避難に必要な

情報を提供 （予算）3,000千円

❹災害対応マニュアルなどを使い、災害時における

外国人観光客への対応について、観光関連

事業者へ周知啓発を実施 （予算）1,000千円

【課題】
・多くが高齢者世帯である地域において、

耐震化率が相対的に低く、旧耐震基準による
木造建築物の約２割が倒壊した

・２階建て住宅で、１階だけ潰れる被害が多数

発生した
令和6年版防災白書

人数：228人（警察が取り扱った災害関連死を除く死者数）

死亡原因：圧死（約４割）、窒息や呼吸不全（約２割）
（多くの方が倒壊建物の下敷きになったとみられる）

・住宅倒壊に伴う道路閉塞により復旧の初動が

遅延した

【取組】
高齢者世帯に合った耐震化事業を行えるよう

県制度を拡充 （予算）333,805千円の内数

耐震化補助
限度額 ： 131万6千円（旧 116万6千円）15万円増額
補助対象 ： １階のみの部分改修でも対象

（旧：一棟を改修する場合のみを対象）

除却補助
補助額 ： 除却費の23％（限度額50万円）

※予算はR7当初計上額を記載



⒉ きめ細かな被災者支援（主な課題とそれに対する取組）
4

避難所などの環境改善

避難体制の取組強化

被災者の生活再建

【課題】
①避難生活の長期化により、生活用水の確保や

日常生活と同水準のトイレ、入浴などの環境の

確保が困難になった

②ベッドや暖房対策など居住環境や温かく栄養面

に配慮された食事が不十分だった

【取組】
❶県内外のﾄｲﾚｶｰ相互応援体制の構築や、
災害時でも衛生的に使用できるﾄｲﾚを確保

❶❷国庫を活用した市町村ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ体制の構築
（水循環型ｼｬﾜｰ設備、簡易ﾍﾞｯﾄﾞの備蓄など） （R6補正予算）74,792千円

❷ｷｯﾁﾝｺﾝﾃﾅや大規模調理施設による温かく栄養に

配慮された食事の提供体制を構築

❷国庫を活用した冷暖房設備などの整備を推進
（予算）63,625千円（うちR6補正予算 52,910千円）

【課題】
①避難所外避難者への物資提供が不十分だった

②車中泊避難者の一時避難先が不足した

③福祉避難所の設置の遅れや、障害のある人で

避難が困難な人がいた

【取組】
❶避難所外避難者への物資支援の体制を民間

支援団体と連携して整備
❷道の駅を避難先として周知するとともに、トイレなど

の設備整備や備蓄を市町村に働きかける

❸災害時要配慮者の避難方法などに関し、
1.5次避難所の必要性や支援体制などを検討

（予算）3,512千円

【課題】
①能登では、被災者支援システムを活用した住家

被害認定調査などを実施したが、本県は未導入

市町村が多数

②市町で公費解体を実施するための体制が不十分

だった

【取組】
❶市町村の被災者支援システム導入を促進

❷公費解体を円滑に進めるための体制整備や

制度の運用について市町村へ研修会を実施、

地域防災計画への反映を促進

※予算はR7当初計上額を記載



⒊ 応援、受援体制の強化（主な課題とそれに対する取組）
5

受援体制の強化

行政の対応力強化

災害時の専門職の確保

【課題】
①応援職員の宿泊場所などが不足した

②専門性を有するNPOなどのボランティア団体が

被災地で行う支援活動を調整する体制が未整備

③幹線道路の寸断で陸路での救助部隊の到着に

支障が生じ、応援航空機の安全かつ効率的な

受入れが求められた

【取組】
❶応援職員の宿泊場所を確保し、県及び市町村

受援計画に反映
❷県内に専門性を有するボランティア団体などの

コーディネートを行う災害中間支援組織を設置

❸民間応援機を活用するための協定を締結
❸旧南紀白浜空港跡地に応援航空機を受け入れ

るため防災拠点機能を充実 （予算）12,650千円

【課題】
①首長が災害対応の人員配置など適切な判断を

するための助言ができる職員が不足していた

②通信環境が断絶した場合、リエゾンや災害時緊

急支援要員がリアルタイムで情報のやりとりができ

ない

【取組】
❶災害対応マネジメント研修や防災スペシャリスト

養成研修の受講促進

❷リエゾンや災害時緊急支援要員用のスターリンク

による衛星通信環境を整備
（予算）28,047千円

【課題】
災害医療調整本部全体を統括する医療関係

者が限定されており、長期的な対応や代替が

できない

【取組】
本部運営に必要な知識、技術に精通した医療

関係者の確保、若手災害医療従事者の育成

のため災害医学講座を設置 （予算）30,000千円

※予算はR7当初計上額を記載



⒋ 迅速かつ的確な初動体制（主な課題とそれに対する取組）
6

新技術を活用した情報収集

物資や人員の輸送

ＢＣＰの策定や改定

【課題】
①道路啓開計画が未策定だった

※大雪に備えた関係機関との連携体制が機能した

②道の駅の施設復旧を含めたBCPが策定されて

いなかったが、一時的な避難先になった

【取組】
❶道路啓開計画の改定や訓練の実施

❷県版「道の駅BCPガイドライン」を策定し、県管理

道路との一体型道の駅５か所で、道の駅BCPを策

定するとともに、市町村単独型など20か所の道の駅

BCPについても策定を目指す

【課題】
①災害対応の進捗状況の把握や管理ができて

いなかった

②避難所外避難者の状況把握に時間を要した

③港湾などで最大４mの隆起が発生、接岸が

困難だった

【取組】
❶災害対応の流れを的確に把握し、進捗管理が
できるシステムを導入 （予算）13,587千円

❷被災者の情報を登録、活用する被災者データ
ベースについて、本県に最適な仕組みを検討

❸ドローンに搭載したグリーンレーザーなどによる航路
などの水深計測が可能な機器を配備

【課題】
①幹線道路の寸断で陸路での救助部隊及び

救援物資の到着に支障が生じた
②発災後の翌日から大量の支援物資が到着した

が、県職員だけでは受入体制が不十分だった

③救急車両が不足し、民間救急車両の活用が
必要だった

【取組】
❶空路や海路を使った輸送訓練として、海上保安庁

や自衛隊などと実証訓練※を実施 ※LCACの上陸調査など

❷県内物資輸送に課題がないか、物流関係者と

連携し、課題の抽出や拠点運営の体制を構築
（予算）6,462千円

❸緊急消防援助隊での搬送調整ルートを確認し、

民間救急を活用する時の運用手順を整理

※予算はR7当初計上額を記載



⒌ インフラの強靱化と復旧（主な課題とそれに対する取組）
7

緊急輸送道路などの機能強化

上下水道の耐震化

災害時の人材の確保など

【課題】
①道路寸断により救助、救援活動の遅れや、復旧

復興活動に必要な物資、資材の運搬に支障が

生じた

②斜面崩壊や地すべり、道路盛土の崩落による

道路寸断が発生し、2013年以前施工の高盛土

で被害が発生した

【取組】
❶「半島防災」の観点を新たに加え、道路ﾈｯﾄﾜｰｸ

の強化などを進めるとともに、橋梁の耐震化、法面

対策などを実施 （予算）33,619,280千円の内数

❷優先度の高い箇所から調査、対策の実施を検討

するため、切土法面や盛土法面の抽出を実施

【課題】
地盤変状により、水道施設での給水停止や

下水管路での破損などの被害が発生した

【取組】
上下水道の「急所」となる施設及び管路の一体

的な耐震化を進めるため、各事業体が上下水道

耐震化計画を策定し、耐震対策を実施

【課題】
①建設機械を保有するなど災害時に応急対応が

可能な地元建設業者などの維持が必要

②防災拠点の仮設資材が不足

※予算はR7当初計上額を記載

【取組】
❶地域の守り手となる建設業者などの維持を図る

❷建設業界などと情報共有を行い、必要な資機材

を防災拠点などに備蓄



柱 主な区分
詳細版

記載No

その他 出水期前など情報を伝える機会があるごとに、広報誌やSNS、ラジオ、テレビなどを活

用し、県民の皆様へ１週間程度の食料品や携帯トイレなど
※

の備蓄を呼びかける

※ポリ袋、毛布、懐中電灯、ラジオ、モバイルバッテリー、常備薬など

P1

№1

計画

予算

孤立集落への陸路以外の輸送手段の確保について、市町村のドローン運用体制構

築などの取組を推進する

P1

№2

住宅などの耐震化

促進

予算 地域のニーズ（高齢者世帯に合った内容など）に応じた住宅耐震化を促進するため

の支援制度を充実する

・2024年12月から実施

　耐震化：限度額15万円引上げ［拡充］

　除却：津波避難困難地域からの移転（限度額7万3百円引上げ）［拡充］

・2025年４月から実施

　耐震化：１階部分のみの部分的な補強も対象に追加［拡充］

　除却：その他の地域からの移転（限度額50万円新設）［新規］

P2

№4

予算 国内外からの観光客へ発災時すぐさま必要となる情報を旅行前、旅行中に提供する

効果的な方法を検討するとともに、関係者と連携し、情報提供体制を構築する

P2

№5

予算 外国人観光客への初動対応などを掲載した観光関連事業者向けの災害対応マニュ

アルなどを活用した研修などによる更なる周知、啓発を実施する

P2

№6

災害時要配慮者

などの視点を反映

訓練

予算

「男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン（内閣府）」をふまえ、女性リー

ダー育成や女性の視点を活かした防災の取組に関する講座を開催する

P3

№8

訓練 スフィア基準も踏まえ、パーティションや簡易ベッドの有効性を住民に周知するとともに、

市町村に対し、住民参加型の設置訓練を実施するよう促す

P5

№2

計画 【ベッド】避難行動要支援者に配慮した避難所のレイアウト（通路、段差、パーティ

ション、簡易ベッド設置など）を事前に作成するよう避難所運営マニュアルに記載する

P6

№3

主な取組の内容

⒈

目指すべき

自助、共助、

公助

大規模災害に対応

した備蓄など

初動対応の理解、

確認

⒉

きめ細かな

被災者支援

避難所や備蓄品の

水準の確保

予算‥R7当初またはR6.2月補正で予算計上したもの

その他‥その他重要なもの

防災・減災対策（主な短期的な取組） 8

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項

計画‥地域防災計画や各種計画、各マニュアルなどを策定、改定するもの

協定‥他自治体、各種団体、民間企業などとの協定により実施するもの

訓練‥県市町村合同訓練、各種訓練、演習、研修などにより実施するもの

凡

例



柱 主な区分
詳細版

記載No

備蓄の内容及び保

管場所の見直し

予算 避難所の環境改善に資する物資(段ボールベッドなど)について、広域的な視点から県

でも簡易ベッドなどを備蓄するなど、県と市町村の役割分担を整理し、さらなる充実を

図る

◎

P8

№8

計画

協定

【トイレ】市町村のトイレカーの整備を推進しつつ、県内外の自治体とトイレカーの相互

応援体制を構築する。また、災害用トイレの調達手法、避難所などの既設トイレやマ

ンホールトイレなどの活用も含めた災害時における衛生的なトイレ使用の留意点などを

記載したガイドラインなどを示し、衛生的なトイレが利用できる環境の整備を促進する

P9

№10

計画

協定

【キッチン】キッチンコンテナを導入するとともに、市町村にその有用性を周知する。また、

和歌山県栄養士会など協定締結先と連携した栄養支援などオペレーションの具体化

に取り組むとともに、適温の食事の提供体制や食事の配布方法、セントラルキッチンと

なり得る大規模調理施設などを市町村に対して示すガイドラインなどを作成する

P10

№11

№12

予算 【生活水（風呂）】県では水循環型シャワー設備を整備し市町村のバックアップを図

るとともに、市町村に断水の長期化に備えた生活用水確保のための体制構築を促進

する

◎

P9

№10

計画

協定

民間支援団体と連携し、在宅避難者や車中泊避難者などの避難所外避難者に対

して駐車場を活用した物資の提供を行う体制を構築する
◎

P11

№14

避難行動要支援

者の支援策

計画

訓練

避難行動要支援者の避難の実効性を高めるため、市町村に対し、福祉専門職など

と連携した計画作成のノウハウを共有するとともに、避難訓練の実施を促す
◎

P14

№22

計画 県及び市町村共通の賃貸型応急住宅供与マニュアルを整備することで、迅速な応急

住宅を提供できる体制を構築する

P15

№25

協定 民有地などの活用も含め、応急住宅建設候補地の確保を推進する P15

№26

犠牲者の尊厳を保

つ対策

協定 遺体安置施設や検案に必要な装備品を確保する P16

№29

№30

主な取組の内容

協定などを活用した

支援体制の強化

⒉

きめ細かな

被災者支援

迅速な応急住宅の

供与

防災・減災対策（主な短期的な取組） 9

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項



柱 主な区分
詳細版

記載No

計画 民間と連携し、応援職員の宿泊場所などを確保し、だれもが安全安心に災害対応

業務に従事できる環境を整える

P19

№3

訓練 災害対応業務の向上を図るため、研修により被災市町村に的確な助言を行う応援

職員の育成、増員を図る

P20

№6

計画

訓練

受援計画未策定市町に早期の策定を促し、策定済市町村には、実際に受援計画

が機能するかの検証を目的とした、訓練、研修の実施を促す

P21

№7

予算 情報連絡員（リエゾン）や災害時緊急支援要員用のスターリンクの配置により衛星

通信環境を確保する

P21

№8

訓練

予算

本部運営に必要な知識、技術に精通した医療関係者の確保、若手災害医療従事

者の育成のため災害医学講座を設置する

P23

№14

訓練

予算

ローカルDMATについて、毎年度養成研修を実施し、県内全域で順次養成を進める P23

№15

協定

訓練

ローカルDPATの編成が可能な病院と協定を締結するとともに、今後ローカルDPAT養

成研修を実施する

P23

№16

訓練

予算

被災地の医薬品の在庫状況や薬剤師の配置状況などを把握し、円滑な医療提供

に向け、薬剤師班の配置などの調整を担う災害薬事コーディネーターを養成する

P24

№19

災害時を想定した

取組強化

訓練 被災した介護施設の入所者を他の施設へ搬送するにあたり、医療と福祉の両面での

ケアという観点から、両者が連携した搬送調整の訓練を実施する

P25

№23

迅速な情報収集と

共有

訓練 全ての孤立する可能性のある集落において、常に通信ができる体制を確保する P27

№1

新技術を活用した

情報収集など

訓練

予算

迅速かつ的確な災害対応を実施するため、災害対応の工程を管理するためのシステ

ムを導入し訓練を実施する

P29

№8

陸路以外の輸送体

制の確認

訓練 空路や海路を使った輸送訓練として、応援関係機関（海保、自衛隊など）と実証

訓練を実施する

P30

№13

孤立集落の対策 予算 孤立集落への陸路以外の輸送手段の確保について、市町村のドローン運用体制構

築や物資輸送ルートの事前設定を推進する

P30

№15

⒋

迅速かつ的確な

初動体制

支援体制の構築、

強化

⒊

応援、受援体制

の強化

主な取組の内容

災害時の各専門職

の確保

防災・減災対策（主な短期的な取組） 10

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項



柱 主な区分
詳細版

記載No

広域物資拠点の見

直しなど

予算

協定

訓練

民間との連携により、毎年、広域物資輸送拠点運営訓練を実施するとともに、同拠

点を補完する拠点候補の充実や運営体制の見直しを実施する

P30

№16

その他 緊急消防援助隊による搬送についての調整ルートを確認し、民間救急を活用すると

きの運用手順を整理した

P31

№17

その他 2025年度に透析患者の受入れ調整の体制を整理するとともに、南海トラフ地震発

生時の二次医療圏域を越えた搬送についてシミュレーションを行う

P31

№18

計画

訓練

2025年１月に道路啓開計画を改定済。訓練実施により実効性を高める P31

№19

計画 県版「道の駅BCPガイドライン」を策定し、県管理道路との一体型道の駅５か所で、

道の駅BCPを2025年3月に策定する予定。市町村単独型など20か所の道の駅

BCPについても策定を目指す

P33

№23

緊急輸送道路など

の機能強化

その他 法面（切土、盛土）の優先度の高い箇所から調査及び対策の実施を検討するた

め、優先区間の抽出を2024年11月までに実施した

P35

№2

№3

災害時に必要な人

材の確保や施設の

充実

予算 空港施設を早期復旧するため、路面補修材を備蓄する P37

№12

主な取組の内容

⒌

インフラの強靱化

と復旧

公的機関、公共施

設、学校、医療機

関、民間企業など

⒋

迅速かつ的確な

初動体制

患者の受入、搬送

調整

防災・減災対策（主な短期的な取組） 11

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項



柱 主な区分
詳細版

記載No

大規模災害に対応

した備蓄など

予算 生活用水確保のため、市町村と連携した災害時活用井戸の整備を推進する P1

№3

災害時要配慮者

などの視点を反映

訓練 災害時要配慮者の視点を反映した防災の取組について、市町村職員などの関係者

に対し、啓発を行う

P3

№7

ペット同行避難など

の推進

計画

訓練

【自助】飼い主のマナーを定着させる

【共助】地域コミュニティでの同行避難への理解を浸透させる

【公助】同行避難などの必要性の啓発や訓練を実施する

P3

№10

避難所、備蓄品の

水準の確保

予算 避難所における冷暖房設備の整備推進や、冷暖房設備が限られる施設において冷

暖房設備がある教室などへの避難誘導といった避難の枠組みの整理について、市町

村に働きかける

P5

№1

備蓄の内容及び保

管場所の見直し

その他 備蓄物資が多岐に分散している振興局を中心に、保管場所を確保し、備蓄物資の

集約を図るため、民間倉庫の活用や備蓄倉庫の建設を検討する

P9

№9

協定などを活用した

支援体制の強化

協定 災害時に食事を提供するキッチンカーなどの民間事業者との協力体制の構築を図ると

ともに、市町村にはキッチンカーやキッチンコンテナなどを含む炊き出し用資機材の整備

を働きかける

P10

№13

広域避難の手順の

見直し

計画

予算

被災市町村で対応困難な被災者の避難支援の取組を相互に補完する枠組みや、

災害時要配慮者の避難方法など（1.5次避難所の必要性及び支援体制）に関す

る検討、観光客帰宅支援、二地域居住の枠組みを活用した避難者支援の在り方な

どを整理する

P11

 ～P13

№16

№18

№19

多様な避難先の検

討

計画

予算

市町村の実情や意向を踏まえ、道の駅を避難先として周知するとともに、地域防災

計画への役割の明記や、各種設備（簡易トイレ、マンホールトイレ、防災井戸や貯

水タンク、自家発電機、備蓄倉庫、授乳室など）の確保を市町村に働きかける

P13

№20

迅速な罹災証明の

交付など

訓練 市町村や関係団体へ災害ケースマネジメントの取組を浸透させ、発災時に十分機能

するよう、好事例の横展開を図るなど、実施体制の整備を進める
◎

P14

№23

主な取組の内容

⒉

きめ細かな

被災者支援

⒈

目指すべき

自助、共助、

公助

防災・減災対策（主な中長期的な取組） １2

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項



柱 主な区分
詳細版

記載No

迅速な罹災証明の

交付など

その他 被災者支援システムを未導入市町村へ働きかける P14

№24

公費解体 計画

訓練

市町村において公費解体が円滑に実施できるよう、平時における体制の整備や要綱

の作成などについて研修などを実施する。また、市町村の地域防災計画などに公費解

体実施に関する体制の整備について明記するよう働きかける

P15

№27

協定

予算

災害時に多数の応援航空機の受入拠点となる旧南紀白浜空港跡地の充実を図る

ため、ヘリポートや燃料庫などを整備する。また、民間応援機を活用するための協定を

締結する

P20

№5

その他 県内に専門性を有するボランティア団体などのコーディネートを行う災害中間支援組織

を設置する
◎

P21

№9

迅速な情報収集と

共有

その他 災害時に走行可能な高床型車両やオフロードバイクを配備し、保有している高床型

車両は、特別機動捜査隊使用車両として事前指定を実施する

P28

№5

№6

その他 ドローンに搭載したグリーンレーザーなどによる航路などの水深計測が可能な機器を配

備する

P28

№7

計画 被災者の情報を登録、活用する被災者データベースについて、本県に最適な仕組み

を検討する

P29

№11

陸路以外の輸送体

制の確認

協定 港湾が使用不能となった場合のフェリーへの被災者の収容及び物資の積載、荷下ろし

などの方法について関係機関と検討する

P30

№14

その他 企業の事業継続力強化のため、事業継続計画の策定及び運用を推進する P32

№20

その他 災害時に土砂災害発生箇所の円滑な情報収集のため、平常時から委託業務で無

人航空機(UAV)を活用する

P32

№21

支援体制の構築、

強化

⒊

応援、受援体制

の強化

主な取組の内容

⒉

きめ細かな

被災者支援

⒋

迅速かつ的確な

初動体制

新技術を活用した

情報収集など

公的機関、公共施

設、学校、医療機

関、民間企業など

防災・減災対策（主な中長期的な取組） １3

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項



柱 主な区分
詳細版

記載No

計画

予算

「半島防災」の観点を新たに加え、道路ネットワークの強化などを進めるとともに、緊急

輸送道路の橋梁耐震化、高盛土を含む法面対策などを推進する

P34

№1

計画

予算

被災した場合の影響を踏まえ、優先度の高い箇所から調査と対策（法尻補強、排

水対策など）の実施及び道路斜面災害リスクが高い箇所の対策を検討するとともに、

緊急輸送道路における要対策箇所の優先度の高い箇所から法面対策を実施する

P35

№4

№5

№6

上下水道の耐震化

など対策

その他 上下水道の急所となる施設及び管路の一体的な耐震化を進めるため、上下水道耐

震化計画を策定し、耐震対策を推進するよう市町村に促す

P36

№7

№8

その他 地域の守り手となる建設業者などの維持を入札条件などの制度面から誘導する P36

№10

その他 和歌山県建設業協会などと情報共有を行い、必要な資機材を防災拠点などに備蓄

する

P36

№11

その他 災害復旧に時間を要する場合に備え、日本水道協会和歌山県支部へ仮設施設で

の対応や予備資材の共同管理や融通対策の強化を促す

P37

№14

№15

主な取組の内容

⒌

インフラの強靱化

と復旧

緊急輸送道路など

の機能強化

災害時に必要な人

材の確保や施設の

充実

防災・減災対策（主な中長期的な取組） １4

◎ 中間報告から追加した事項
太罫線は３～７頁記載事項



県民の皆様へのメッセージ 15

・ 今回の検証では、新たに必要な取組、一層の強化が必要な取組として110件に取り組む必要

があると判明しました。 （内訳）短期的な取組62件、中長期的な取組47件、国への要望1件

・ 県としても、今回の検証結果を踏まえ、今後、きめ細かな被災者支援や、受援体制の強化と

いった取組を中心に、国、市町村や関係機関はもちろんのこと、民間との連携を強化し、行政の

災害対応力（公助）の強化に全力で取り組んでまいります。

・ 一方で、昨年８月の南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）に続き、１月にも臨時情報

が発表されるなど、南海トラフをはじめとした大規模災害への備えの必要性が更に高まる中、県全

体の災害対応力を高めていくには、県民一人ひとりの取組も欠かせません。

・ まずは自分の命を守る。そのために住宅の耐震化や家具の固定、１週間程度の食料や水、

携帯トイレの備蓄などの取組をお願いします。また、過去の災害では地域の助け合いで救われた

命も多かったことから、日頃から積極的に地域での話し合いや訓練などへの参加をお願いします。

・ 大規模災害の脅威に備えて、県民一人ひとり、そして地域の皆様とともに、平時から、災害への

備えの点検を心がけ、訓練を重ねながら、県全体で命を守る取組をともに進めてまいりましょう。



（参考）短期的取組及び中長期的取組について

検証の結果、最終的に取り組みが必要としたものは 110 件

＊短期的取組：62 件、中長期的取組：47 件、国へ要望：1 件

16

柱 短期的取組 中長期取組 国へ要望

⒈
目指すべき自助、共助、公助 9 件 3 件 - 件

⒉
きめ細かな被災者支援 18 件 15 件 1 件

⒊
応援、受援体制の強化 19 件 7 件 - 件

⒋
迅速かつ的確な初動体制 12 件 11 件 - 件

⒌
インフラの強靱化と復旧 4 件 11 件 - 件

合計
62 件 47 件 1 件

計110件※ 国と地方公共団体間で物資の調達、輸送などに必要な情報を共有するための
「物資調達・輸送調整等支援システム」の登録項目に新規項目の追加を要望するもの

※



令和６年能登半島地震を踏まえた

防災・減災対策の検証結果（詳細版）

2025年３月

和歌山県



令和6年能登半島地震などを踏まえた防災・減災対策の検証結果（詳細版）

１．目指すべき自助、共助、公助
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

1 1.災害に
対する事前
の備え

1.大規模
災害に対
応した備蓄
など

・発災直後に食料などの物資が不足した。 ・地震災害対策のための備蓄基本方針で、
県、市町村、県民でそれぞれ1日分の備蓄を
することとしている。
　県備蓄数
　　食料30万食、飲料水（2L）10万本
　市町村備蓄数
　　食料87万食、飲料水（2L）7.1万本
・内閣府の物資調達・輸送調整等支援シス
テムで避難所ごとの物資ニーズを把握でき
る。

短期的取組 ・定期的かつ、出水期前など情報を伝える機
会があるごとに、広報誌やSNS、ラジオ、テレ
ビなどを活用し、県民の皆様へ、食料品や携
帯トイレなどの1週間程度の備蓄を呼びかけ
る。

― 防災企画課
社会福祉課

2 1.災害に
対する事前
の備え

1.大規模
災害に対
応した備蓄
など

・能登半島地震の際、道路の寸断などで、
孤立集落は最大24地区3,345人（1月5
日時点）にのぼり、救援物資の輸送が困難
となった（解消の発表は1月19日）。

・孤立が予想されるのは556集落【2024年
9月現在】
・集落の食料や水の備蓄についてはばらつき
があり、ない集落も多い。

短期的取組 ・平時から住民に対し市町村を通じて集落で
の備蓄を働きかける。
・ドローンを活用した物資輸送を行うため、市
町村におけるドローン運用体制の構築や、物
資輸送ルートの事前設定を推進する。

【予算事業名】
　ドローンを活用した防災・減災対策

【事業概要】
　ドローンを活用することにより、効率
的かつ効果的な防災・減災対策を実
現するとともに、市町村の災害対応能
力の向上を図る

【予算額】
　26,457千円
                         （R7　当初）

防災企画課

3 1.災害に
対する事前
の備え

1.大規模
災害に対
応した備蓄
など

・2か月後断水戸数　約1万9千戸
・各施設への道路が被災しているため、復旧
に時間を要する。
・管路については、基本的には道路下に埋設
するが、道路自体が被災しているため、復旧
に時間を要する。

・各市町村で、災害時活用井戸の登録制
度を実施している。
　登録制度実施済み市町村　15市町
（2025年2月末時点）

中長期的取組 ・2025年度以降も、全市町村で、災害時
活用井戸の登録制度の有効性を周知する。
・避難所における災害時活用井戸の整備を
支援する。

【予算事業名】
　わかやま防災力パワーアップ補助金

【事業概要】
　南海トラフ地震などの大規模な災害
から県民の命を守るため、避難、救助
及び減災に必要な対策や復興計画の
事前策定など市町村が実施する防災
対策などを総合的に支援

【予算額】
　170,000千円（内数）
                       　（R7　当初）

生活衛生課
防災企画課
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１．目指すべき自助、共助、公助
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

4 1.災害に
対する事前
の備え

2.住宅など
の耐震化
促進

・住宅所有者の多くが高齢者世帯である地
域において、耐震化率が相対的に低い旧耐
震基準による木造建築物の約２割が倒壊し
た。
・2階建てのうち、1階だけがつぶれてしまう被
害が多数報告された。
＊令和６年版防災白書
　 死者数
　 　228人（警察が取り扱った災害関連死
　 を除く死者数）
　 死亡原因
    圧死（約4割）窒息や呼吸不全(約2
   割)
・住宅倒壊に伴う道路閉塞により、復旧の初
動が遅れた。

・2020年時点の県内の耐震化率　83%
　（314,000戸／379,000戸）
（組織名　耐震化率、高齢化率）
　和歌山市　  87％、30.9％
　岩出市　　   89％、24.3％
　かつらぎ町　  69％、39.6％
　白浜町　     73％、38.3％
　新宮市　     72％、38.2％
　那智勝浦町 61%、43.3%
　串本町　     78%、47.1%
＊住宅土地統計調査公表分（市及び人
口1万5千人以上町村）
＊耐震化率は2020年または2018年
＊高齢化率（2023年）31％以下と38％
以上を抜粋

短期的取組 ・2025年度から市町村が地域（高齢者世
帯など）のニーズに応じた耐震化事業が行え
るよう県制度を拡充する。
　※…2024年12月から実施

〔耐震化改修費に対する補助〕
　　限度額：131万6千円に拡充※

　　　（旧制度では116万6千円）
　　補助対象：
　　　1階のみの部分的改修を追加
〔除却費に対する補助〕
　耐震性を有さない住宅を除却し、耐震性
のある住宅へ住み替え
　津波避難困難地域からの移転
　　限度額：108万9千3百円に拡充※

　　　（旧制度では101万9千円）
　その他の地域からの移転（新規）
　　 除却費の23%(限度額50万円)

【予算事業名】
　住宅の耐震化改修支援の充実

【関連予算額】
　333,805千円（内数）
　　　　　　　　　       　（R7　当初）

建築住宅課

5 1.災害に
対する事前
の備え

3.初動対
応の理解、
確認

・能登半島地震発生時、帰省や旅行で石
川県などにいた人々の多くが、避難場所など
について認識がなかった。

・観光客は、訪問先における避難場所などに
関する認識に乏しい。

短期的取組 ・観光客にとって発災時すぐさま必要となる避
難場所や避難経路の情報を、旅行前や旅
行中に提供する効果的な方法を引き続き検
討するとともに、関係者と連携し情報を提供
する体制を構築する。
（スケジュール）
2024年度
　発災時の避難行動や防災ナビアプリなどを
紹介した観光客向け動画を制作
2025年度
　上記動画の普及と活用体制の更なる強化

【予算事業名】
　わかやま「観光力」推進

【事業概要】
　観光客向け防災対策ツールの作成

【予算額】
　3,000千円
                         （R7　当初）

観光局

6 1.災害に
対する事前
の備え

3.初動対
応の理解、
確認

・外国人観光客について、宿泊先で緊急地
震速報が鳴り響き、どこが安全な場所か分か
らず不安だった、どこに避難していいか分から
なかった、との声があった。

・外国人観光客への初動対応などに活用す
る観光関連事業者向けの災害対応マニュア
ルなどを昨年度末に作成し、県内宿泊施設
などへ配布している。

短期的取組 ・災害対応マニュアルなどを活用して、日々の
備えや体制づくりなど、より実践的な対応力
を身に付けてもらえるよう、研修会などを通じ
事業者へのさらなる周知、啓発に取り組む。
（スケジュール）
2024年度
　観光関連事業者向け研修会の開催
2025年度
　継続した周知及び啓発の取組

【予算事業名】
　外国人観光客受入環境高度化

【事業概要】
　観光関連事業者などへの啓発

【予算額】
　1,000千円
                         （R7　当初）

観光局
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１．目指すべき自助、共助、公助
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

7 2.避難所
など運営力
の向上

1.災害時
要配慮者
などの視点
の反映

・障害がある人の中に、指定避難所での集
団生活が困難な人がいた。

・避難所の運営については、市町村避難所
運営マニュアル作成モデルなどに記載してい
る。
①障害特性に応じた情報提供（避難情
報、避難所における情報、支援情報など）
②避難所のバリアフリー化（障害者などへの
合理的配慮）

中長期的取組 ・2025年度から災害時要配慮者の視点を
反映した防災の取組について、担当者会議
などを通じて市町村職員などの関係者に対
し、啓発を行う。

― 障害福祉課
防災企画課

8 2.避難所
など運営力
の向上

1.災害時
要配慮者
などの視点
の反映

・男女共同参画の視点を反映できていない。 短期的取組 ・2025年度に、「男女共同参画の視点から
の防災・復興ガイドライン（内閣府）」を踏
まえ、女性リーダー育成や女性の視点を活か
した防災の取組に関する講座を開催する。

【予算事業名】
　女性の活躍促進
（女性防災リーダー養成講座）

【事業概要】
　地域防災・復興の場において女性の
参画を促進するため、女性防災リー
ダー育成講座を開催する。

【予算額】
　600千円
                        （R7　当初）

防災企画課
多様な生き方
支援課

9 2.避難所
など運営力
の向上

2.ペット同
行避難など
の理解

・避難所でペットを連れてきた避難者の受け
入れが断られた。

短期的取組 ・避難所でペットを受け入れるために事前に
決めておくべきこと、留意することを具体的に
記載したマニュアルを2024年度中に新たに
策定する。

― 生活衛生課
防災企画課

10 2.避難所
など運営力
の向上

2.ペット同
行避難など
の理解

・能登では、ペットと同行避難した避難者及
び避難所運営者が、被災後のペットの飼育
について、想定及び準備が不十分だった。

・各市町村の地域防災計画と避難所運営
マニュアルにおいて、ペットの同行避難につい
て記載されているが、同行避難者への対応に
ついて検討されていない避難所がある。

中長期的取組 ・避難所における飼い主による適正なペットの
飼育（自助）と飼い主同士の協力など
（共助）の重要性について周知を進めるた
め、2024度中にチラシを作成し、配布する。

― 生活衛生課

・市町村避難所運営マニュアル作成モデルで
は、
①女性の意見が十分反映されるよう考慮す
ること
②ペットの飼育スペースは屋外に設けることを
原則とし、居住スペースにペットの飼育スペー
スを設けることについては、施設管理者と相
談の上、避難所運営本部会議で検討する
旨が記載している。
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１．目指すべき自助、共助、公助
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

11 3.防災意
識、体制の
向上

⒈災害に
対する啓
発、訓練

・避難所における人権への配慮
①プライバシーの確保
②衛生環境の悪化
③女性、こどもの安全
④障害のある人などへの配慮不足
⑤情報の伝達
⑥性別役割分担の固定化

【人権に関する啓発】
・人権チェックリストを作成して発信
　2022年10月号、2023年8月号
　下記の①②に配付
＊2024年10月号
　下記の①②に加え③にも配付
配付先
①人権尊重の社会づくり協定締結企業及び
団体：405（2025年2月1日現在）
②県内全市町村、県の各所属
③「企業トップクラス及び公正採用選考人権
啓発推進員並びに企業における研修責任
者研修」の対象事業所：2,188
・ふれあい人権フェスタやワークショップを開催
　参加、体験を通じて障害などについて体感
・出張！県政おはなし講座
　2023年度:1件
　県人権施策基本方針の分野別18施策の
うちの「災害と人権」

短期的取組 ・人権チェックリストを企業及び団体などに配
付するなどの取組を継続し、引き続き啓発に
取り組む。

― 人権局

12 3.防災意
識、体制の
向上

⒈災害に
対する啓
発、訓練

・被災者への人権の配慮
①避難先での生活
②避難してきた者に対する地元住民の理解
の不足

・県民の人権意識の高揚のため啓発活動に
取り組んでいる。一方で、被災者の受入に特
化しての人権啓発はまだできていない。

短期的取組 ・2025年度中に災害と人権に関するワーク
ショップ（紀北、紀南）を開催する。

【予算事業名】
　人権啓発推進

【事業概要】
　県民の人権意識の高揚を図るため、
人権啓発活動を実施する
【災害と人権について考える講座】
（ワークショップ）を開催

【予算額】
　429千円
                         （R7　当初）

人権局

１．目指すべき自助・共助・公助
短期的取組 ９件

中長期的取組 ３件
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令和6年能登半島地震などを踏まえた防災・減災対策の検証結果（詳細版）
２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

2 短期的取組 ・パーティションや簡易ベッドの有効性を住民
に周知する。
・スフィア基準も踏まえながら、避難所の環境
改善を推進する。
・市町村に対して、簡易ベッドやパーティション
の設置を含めた住民参加型の避難所運営
訓練を実施するよう促す。
・市町村に対し、段ボールベッドなどの設営に
関する体制の確保が困難な場合、民間事
業者の協力を得られることを周知する。

― 防災企画課

防災企画課
教育総務課
社会福祉課

【関連予算事業名】
　①さわやかクール教室整備（高等
学校分）
　②特別支援学校校舎等整備（特
別支援学校分）
【事業概要】
　体育館（避難所）に大型冷風機
を整備する。
【予算額】
　①51,480千円
　②1,430千円
　　　　　　　　　　（R6　2月補正）
【関連予算事業名】
　特別支援学校校舎等整備
【事業概要】
　①体育館（避難所）に空調設備
などを設置するための設計を行う。
　②体育館（避難所）に大型冷風
機を整備する。
【予算額】
　①10,000千円
　②715千円
　　　　　　　　　　（R7　当初）

・県は2024年度中に避難所指定された県
立学校の体育館及び武道場に大型冷風機
を導入した。
・引き続き、文部科学省の補助金など、国の
支援を活用した体育館などへの冷暖房整備
を市町村に対して推進する（2024年度に
新たに創設された避難所要件を満たした体
育館に活用できる臨時特例交付金も併せて
推進）。
・2025年度から、体育館などに冷暖房設備
が整備されていない場合でも避難者の状況
などに応じて、冷暖房設備のある教室などへ
避難する枠組みを整理するよう市町村へ働
きかける。
・避難所の環境改善に資する物資（段ボー
ルベッドなど）について、広域的な視点から県
でも簡易ベッドなどを備蓄するなど、県及び市
町村の役割分担を整理した上で、備蓄のさ
らなる充実を図る。
（スケジュール）
2024年度
　備蓄対象リストへ追加
2025年度以降
　県備蓄の推進、市町村備蓄の促進

中長期的取組1.避難所
や備蓄品
の水準の
確保

1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

・有事には資機材レンタル事業者からスポット
クーラーや石油ストーブなどをレンタルする。
・冷暖房設備は経済産業省からのプッシュ型
支援で対応する。
・段ボール製簡易ベッドや間仕切りについて
は、必要に応じて協定企業から調達すること
を想定している。
・県内の一部市町村においては、段ボール
ベッドを備蓄している。
・避難所運営マニュアルにおいて、住民と連
携した避難所運営訓練を行う旨の記載があ
る。

1 ・避難所の冷暖房対策が適切にとられておら
ず、良好な生活環境が確保されなかった。
・避難所開設時に、パーティションや段ボール
ベッドなどが設置されず、避難者の良好な生
活環境が確保されなかった。
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

3 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

1.避難所
や備蓄品
の水準の
確保

・障害のある人の中に、指定避難所での集
団生活が困難な人がいた。

・避難所の運営については、市町村避難所
運営マニュアル作成モデルなどに記載
（障害特性に応じた情報提供）
避難情報、避難所における情報、支援情報
など
（避難所のバリアフリー化）
障害者などへの合理的配慮

短期的取組 ・避難行動要支援者に配慮した避難所のレ
イアウト（通路、段差、パーティション、簡易
ベッド設置など）を事前に作成するよう避難
所運営マニュアルに記載する。

― 障害福祉課
防災企画課

4 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

1.避難所
や備蓄品
の水準の
確保

・能登では、ペットと同行避難した避難者及
び避難所運営者が、被災後のペットの飼育
について、想定及び準備が不十分だった。

・各市町村の地域防災計画と避難所運営
マニュアルにおいて、ペットの同行避難につい
て記載されているが、同行避難者への対応に
ついて検討されていない避難所がある。

中長期的取組 ・2025年度中に市町村が避難所運営マ
ニュアル作成モデルを参考に、各避難所にお
いてペットの同行避難の受入について検討を
進めるよう促す。

― 生活衛生課
防災企画課
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)
人権局
多様な生き方
支援課
防災企画課
こども支援課
こころの健康推
進課
障害福祉課
国際課

短期的取組 ・備蓄チェックシートを作成し、要配慮者や男
女のニーズを把握するとともに、避難所運営
体制へ女性の参画を進める。
・避難所チェックシートを作成し、プライバシー
に配慮した避難所の環境整備を推進する。
（2025年度中に「市町村避難所運営マ
ニュアル作成モデル【資料編】」に反映。）

―5 ・避難所における人権への配慮
①プライバシーの確保
②衛生環境の悪化
③女性、こどもの安全（DVや性犯罪の発生
防止）
④障害のある人などへの配慮不足
⑤情報の伝達
⑥性別役割分担の固定化

1.避難所
や備蓄品
の水準の
確保

1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

①室内テント、カーテン式間仕切りや段ボー
ル間仕切りなどを用いて空間を確保。また、そ
の確保にあたっては、要配慮者、男女のニー
ズの違いなど男女双方の視点、プライバシー
の確保に配慮する。
②感染症対策や衛生面の確保のための清
掃を行う。仮設トイレなど共用部分は全員が
協力して実施。
③避難所の入口近くに受付を設け、外来者
へは用件を確認するなど、外部からの不審者
の侵入を防ぐ。また、トイレなどを含め、人目
のないところを一人で歩かないよう注意喚起
する。
④障害のある人、高齢者、乳幼児、妊婦、
難病患者などの要配慮者を優先して室内に
避難させるとともに、居室内の通路は、車い
すでの通行を考慮し、1m以上の幅を確保す
るなど配慮する。
⑤施設の入口付近に情報掲示板（文字の
大きさやふりがなを付ける。）を設置し、障害
の特性に応じた対応を行う。また、外国人に
対しては、災害時多言語支援センターの相
談窓口などを紹介し、情報伝達を行う。
⑥炊き出し作業は、できるだけ避難者全員
に呼びかけ、一部の人に負担が集中しないよ
う配慮する。
・県地域防災計画では、「災害発生後の避
難所や仮設住宅等においては、被災者や支
援者が性暴力、DVの被害者にも加害者に
もならないための意識の普及、徹底を図るも
のとする。」旨が記載されている。
・平時から相談窓口の周知を行っている。
（ポスターの掲示、相談カードの作成及び配
布等）
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

6 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

2.備蓄の
内容及び
保管場所
の見直し

中長期的取組 ・ペットに関する支援物資の配送方法につい
て整備が必要であるため、検討を進める。
（スケジュール）
2025年度
　他府県の状況を調査
2026年度
　具体的な方法の検討

―

7 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

2.備蓄の
内容及び
保管場所
の見直し

国要望 ・国の「物資調達・輸送調整等支援システ
ム」に記載できるよう要望している。

―

8 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

2.備蓄の
内容及び
保管場所
の見直し

・発災直後から避難所において段ボールベッ
ドの需要が高まるが、県で直接備蓄していな
い。
　また、パーテーションなどの避難所内でのプラ
イベート空間確保のための物資の備蓄も行っ
ていない。

・県では、備蓄基本方針に基づき、発災直
後の生命維持や生活に最低限必要なものと
して、食料、飲料水などを中心に備蓄してい
る。
・段ボール製簡易ベッドや間仕切りについて
は、必要に応じて協定企業から調達すること
を想定している。
・県内の一部市町村においては、段ボール
ベッドを備蓄している。

中長期的取組 ・避難所の環境改善に資する物資（段ボー
ルベッドなど）について、広域的な視点から県
でも簡易ベッドなどを備蓄するなど、県及び市
町村で備蓄のさらなる充実を図る。
（スケジュール）
2024年度
　備蓄対象リストへ追加
2025年度以降
　県備蓄の推進、市町村備蓄の促進

【予算事業名】
　避難所環境改善推進

【事業概要】
　①簡易ベッド320台購入
　②備蓄倉庫を県内に８台設置

【予算額】
　①11,581千円
　②6,970千円
                  （R6　2月補正）

社会福祉課
防災企画課

・動物関連の支援物資は動物救援本部
（動物愛護センター）に集約されるが、配送
方法については決まっていない。
・国の「物資調達・輸送調整等支援システ
ム」にペットに関する要望の記載欄がない。

・環境省や動物愛護団体などからのペット関
連の支援物資を十分に提供できていなかっ
た。

生活衛生課
災害対策課
社会福祉課

8



２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

9 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

2.備蓄の
内容及び
保管場所
の見直し

・振興局によっては備蓄物資の保管場所が
複数に分散されているなど、発災時の備蓄物
資の仕分けや引き渡しに多くの人員・時間が
必要となる。

・物資の備蓄にあたっては、県内各振興局に
分散して保管している。（流通備蓄や災害
時の輸送を考慮し、紀南地方に重点的に保
管）

中長期的取組 ・備蓄物資が多岐に分散している振興局を
中心に、保管場所の確保、集約のため、民
間倉庫の活用や備蓄倉庫の建設を検討す
る。
（スケジュール）
2024年度
　保管場所の候補地や手法の検討
2025年度以降
　保管場所の確保や集約に向けた取組を
推進

― 社会福祉課
東牟婁振興
局総務福祉
課

短期的取組 （トイレ）
・2024年度中にトイレカーを導入するととも
に、市町村にも導入を働きかけ、2025年度
中に他府県を含むトイレカー所有自治体間
の相互応援体制を構築する。
・2025年度中に災害用トイレの調達手法、
既設トイレの活用も含めた災害時使用の留
意点、庁内関係部局の体制構築などの取
組例を市町村に対して示すガイドラインなどを
作成する。
（風呂、洗濯）
・2025年度中に災害時でも利用可能な
シャワー、ランドリー設備をレンタル等できるよ
う、民間事業者等と連携を図る。
・断水の長期化に備えた生活用水確保のた
め、2025年度中に循環して使用可能なシャ
ワー設備付き可搬型浄水機を整備する。

【予算事業名】
　避難所環境改善推進

【事業概要】
　断水の長期化に備えた生活用水確
保のため、循環して使用可能なシャ
ワー設備付き可搬型浄水機を整備す
る。

【予算額】
　56,241千円
                   （R6　2月補正）

防災企画課
生活衛生課
下水道課
農業農村整
備課

10 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

3.協定など
を活用した
支援体制
の強化

・避難所などにおける避難生活が長期化する
とともに、生活用水の確保が課題となった。
・日常と同程度のトイレ環境、入浴環境、洗
濯環境の確保が困難だった。

・市町村避難所運営マニュアル作成モデルに
おいて、生活用水確保のため、井戸の災害
時利用などについて記載している。
・トイレについては、備蓄している簡易トイレ・
マンホールトイレや仮設トイレの調達などにより
対応する。
・風呂や洗濯については、自衛隊や経済産
業省など、国からの支援にて対応及び2014
年に生活衛生団体と入浴施設の提供、毛
布類の洗濯サービスに係る協定を締結してい
る。
【2014年和歌山県地震被害想定調査にお
ける断水率】
＜巨大地震＞
　発災直後　９９％
　１日後　　 ９１％
　１週間後　４６％
　１か月後　 ２８％
＜三連動地震＞
　発災直後　９０％
　１日後　　 ７２％
　１週間後　３６％
　１か月後　 １３％
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

11 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

3.協定など
を活用した
支援体制
の強化

・温めて食べられる食事や、栄養バランスの観
点から野菜ジュースなど、避難生活の長期化
に応じた物資をプッシュ型で支援した一方で、
温かい食事、単調なメニューの改善を求める
声のほか、生鮮食品（生肉、生魚、生野菜
など）など、消費期限が比較的短く、温度管
理を必要とする食品へのニーズが見られた。

・公益社団法人和歌山県栄養士会と連携
して、高齢者などの要配慮者への食事支援
を実施する。

短期的取組 ・公益社団法人和歌山県栄養士会と連携
し、栄養バランスを考慮した温かい食事の提
供に必要なメニュー例、調理方法、温度管
理の手法などを示すガイドラインを2025年度
に作成する。

― 防災企画課
健康推進課

12 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

3.協定など
を活用した
支援体制
の強化

短期的取組 ・キッチンコンテナを１基購入するとともに、そ
の有用性を市町村に周知していく。
（スケジュール）
2024年度
　キッチンコンテナを購入
2025年度
　有用性を市町村に周知
・災害時でも利用可能な給食施設などの大
規模調理施設の所在を2025年度中に把
握する。
・協定締結先と連携した調理支援や栄養支
援に関して2025年度中にオペレーションの具
体化に取り組む。
・2025年度中に適温の食事の提供体制、
食事の配布方法、セントラルキッチンとなり得
る大規模調理施設などを市町村に対して示
すガイドラインなどを作成する。

― 防災企画課
健康推進課

13 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

3.協定など
を活用した
支援体制
の強化

中長期的取組 ・キッチンカー事業者など、災害時に食事提
供を行っていただける民間事業者と協力要
請体制を構築する。
（スケジュール）
2025年度
　国が検討中のキッチンカー事業者の登録
制度などを活用しながら、県内キッチンカー
事業者を把握する。
2026年度以降
　県内キッチンカー事業者などと協力体制を
構築する。
・キッチンカーやキッチンコンテナなどを含む炊き
出し用資機材の整備を検討するよう2025
年度以降、随時市町村に働きかける。

― 防災企画課
生活衛生課

・食料は炭水化物を中心（アルファ化米、パ
ン）に現物備蓄されている。
・市町村避難所運営マニュアル作成モデルに
おいて、地域住民の協力を得ながら、炊き出
しを実施する際の注意事項などについて記載
している。

・栄養価のある食事がとりにくい。
・食事のバリエーションが少なく、避難生活の
ストレスにつながる。
・炊き出しを行う人員確保が難しい。
・炊き出しを行う調理設備の確保が難しい。
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

14 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

3.協定など
を活用した
支援体制
の強化

短期的取組 ・避難所外避難者（在宅避難者や車中泊
避難者）への物資提供について、複数の民
間団体と連携、協力を行う協定を、2024年
度内に締結する。
・民間団体には、物資供給場所として施設
及び駐車場の提供、物資の調達、輸送など
を担っていただく。
・県は、取組内容の市町村及び住民に対す
る周知などを行う。

― 防災企画課

15 1.避難所
など環境改
善（要配
慮者への
支援含）

3.協定など
を活用した
支援体制
の強化

中長期的取組 ・在宅避難者・車中泊避難者等に対して、
避難所での支援と同様に水や食料、トイレの
提供といった支援を行う必要があるため、在
宅避難者等の支援拠点の設置や車中泊避
難を行うためのスペース設置、所在把握のた
めの方法などについて市町村に検討を行うよ
う働きかける。

― 防災企画課
災害対策課
社会福祉課

16 2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

1.広域避
難の手順
の見直し

・金沢駅周辺に旅行者らが1千人規模で滞
留するなど帰宅困難者が多数発生。その一
部が駅周辺の公民館といった避難所に向
かったことで、住民向けの避難所運営を圧迫
した。

・帰宅困難となった観光客などへの対策の検
討ができていない。

中長期的取組 ・観光客などの帰宅支援対策を検討する。
＊一時滞在施設の把握含む
（スケジュール）
2025年度
　県内の一時滞在施設の調査把握、一斉
帰宅の抑制や分散帰宅の呼びかけについて
関係課および関係機関との協議、県「地震・
津波被害想定検討委員会」において、県民
の帰宅困難者の想定を実施。
2026年度以降
　被害想定を踏まえ、関係課および関係機
関との帰宅支援対策の見直しを実施。

― 観光局
防災企画課

・在宅避難者や車中泊避難者等の避難所
外避難者の発生も想定した体制を構築する
必要がある。

・市町村避難所運営マニュアル作成モデルで
は、自主防災組織などと連携し、避難所外
避難者の状況を把握し、支援を行う旨を記
載している。
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

17 2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

1.広域避
難の手順
の見直し

・災害対策本部総合統制室で広域避難対
策の全体調整を行う。県内の宿泊施設への
避難者の受入れについては、和歌山県旅館
ホテル生活衛生同業組合との協定を活用
し、県外への避難については、関西広域連
合へ要請する。輸送手段についてはバス協
会などと間での協定を活用する。

短期的取組 ・現在締結している協定などを活用した、広
域避難の調整手順を整理し、県地域防災
計画へ広域避難について県の役割などを記
載する。

― 防災企画課

18 2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

1.広域避
難の手順
の見直し

・二次避難について、周知が進んでいない。 中長期的取組 ・被災市町村のみで対応できない被災者の
避難支援を県内市町村で相互に補完する
枠組みを整備する。
・地域コミュニティ単位で避難できる仕組みづ
くりを検討する。
・復興計画などの復旧、復興の見通しについ
て切れ目のない情報提供方法を検討する。
・二地域居住（被災地と避難先）について
は2025年夏に国による地方創生の「基本
構想」策定を踏まえ、あり方を検討する。
（スケジュール）
2025年度
　状況調査や有識者含む検討会議を実施
2026年度以降
　県内避難の検討

【予算事業名】
　防災体制整備事業（事前避難体
制の整理）

【事業概要】
　被災市町村で対応できない被災者
の避難支援を相互にカバーする枠組
みを整備

【予算額】
　3,512千円
                        （R7　当初）

防災企画課
地域振興課
総合交通政
策課

・能登では広域避難がスムーズに進まなかっ
た。
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

19 2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

1.広域避
難の手順
の見直し

・障害のある人の中に、１次、1.5次、２次
避難所への避難が困難な人がいた。
・福祉避難所の設置の遅れ、設置が困難
だった。

・避難所の運営については、市町村避難所
運営マニュアル作成モデルなどに記載してい
る。
（障害特性に応じた情報提供）
　避難情報、避難所における情報、支援情
報など
（避難所のバリアフリー化）
　障害者などへの合理的配慮

＊県内福祉避難所295か所(2024年1月
現在)　うち、障害特性に配慮した福祉避難
所 208か所
＊福祉避難所は各市町村で設置

中長期的取組 ・福祉避難所を設置できない場合を想定し
た1.5次避難所の必要性及び支援体制構
築について検討する。
（スケジュール）
2025年度
　災害時要配慮者の避難方法などの検討な
ど
2026年度
　県内避難の検討

― 障害福祉課
社会福祉課
長寿社会課
防災企画課

20 2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

2.多様な
避難先の
検討

・道の駅が一時的な避難先になった。
　道の駅には広域的な防災拠点機能を持つ
「防災道の駅」、地域の防災拠点機能を持
つ道の駅及びその他の道の駅があるが、「防
災道の駅」は全国で39駅（2021年6月時
点）と数が少なく認知度が低いことから、防
災道の駅以外の道の駅も、災害時に活用で
きるよう、機能を高めていく必要がある。

・道の駅を避難先として地域防災計画に記
載している市町村はほとんどない（通常は体
育館、学校、公民館など）
・道の駅は一般的な道路利用者などの避難
先としての機能を期待しているものではない。
・指定避難所数：1,722箇所（2024年3
月14日時点）
・収容人数：405,967人（2024年6月1
日時点）
・避難所への避難者数(2014年3月公表の
県被害想定、南海トラフ巨大地震1日後)は
289,811人
＊市町村によっては避難所が不足する
・トイレはあるが、簡易トイレ、マンホールトイレ
未対応
・トイレトラック、高付加価値コンテナ（コンテ
ナトイレ）未導入
・全市町村で5,482基（2024年6月1日
時点）の簡易トイレを備蓄

中長期的取組 ・市町村の実情、意向を踏まえ、道の駅を避
難先として周知するとともに、地域防災計画
への役割の明記や各種設備（簡易トイレ、
マンホールトイレ、防災井戸や貯水タンク、自
家発電機、備蓄倉庫、授乳室など）の確保
を市町村に働きかける。

【予算事業名】
　わかやま防災力パワーアップ補助金

【事業概要】
　南海トラフ地震等の大規模な災害
から県民の命を守るため、避難・救助・
減災に必要な対策や復興計画の事
前策定など市町村が実施する防災対
策等を総合的に支援

【予算額】
　170,000千円（内数）
                       　（R7　当初）

道路保全課
防災企画課
下水道課
社会福祉課
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

21

追
加

2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

⒊避難に
必要な情
報の提供

・自治体などが発信する避難情報などを、報
道機関等経由で地域住民に伝達するLア
ラートは、被災者向けの生活支援情報の発
信も可能である。今般の能登半島地震でも
一部の自治体では、Lアラートを活用した生
活支援情報の迅速な発信がなされた。

・県防災情報システムに入力することで、市
町村が生活支援情報をLアラートに発信する
ことが可能だが、市町村へ行う県防災情報シ
ステムの研修等において当該機能の周知を
行っていない状況。

短期的取組 ・市町村に対して県防災情報システムの機
能周知を徹底する。

― 防災企画課

22 2.避難
（広域、
帰宅支援
含）

⒋避難行
動要支援
者の支援
策

・発災時における避難行動要支援者の避難
が困難である。

・全市町村が個別避難計画を作成中であ
る。
・個別避難計画における進捗状況の確認、
県内市町村の取組状況や先行事例の共有
を行っている。

短期的取組 ・避難行動要支援者の避難の実効性を高
めるため、市町村に対し、福祉専門職などと
連携した計画作成のノウハウを共有するととも
に、避難訓練の実施を促す。

― 社会福祉課
防災企画課

23 ３.被災者
の生活再
建

1.迅速な
罹災証明
の交付など

・市町村における災害ケースマネジメント※の
実施体制の整備が必要である。

※災害ケースマネジメント：一人ひとりの被
災者の状況を把握した上で、関係者が連携
して、被災者に対するきめ細やかな支援を継
続的に実施する取組

・市町村や関係団体を対象に災害ケースマ
ネジメントに関する基本的な内容を理解でき
る研修会を開催した。

中長期的取組 ・市町村や関係団体へ災害ケースマネジメン
トの取組を浸透させ、発災時に十分機能す
るよう、好事例の横展開を図るなど、実施体
制の整備を進める。
・2025年度においては市町村における災害
ケースマネジメント実施体制の整備に向け
て、好事例の横展開を図るとともに、実用的
な研修の実施を検討する。

― 社会福祉課
防災企画課

24 3.被災者
の生活再
建

1.迅速な
罹災証明
の交付など

・能登町では、被災者支援システムを活用
し、住家被害認定調査、罹災証明、被災者
台帳の管理など、被災者支援業務を行って
いたが、本県の場合、多くの市町村が導入し
ていない。

・和歌山県で発災した場合は、市町村によっ
ては紙ベースの調査票を用いた調査、Excel
による被災者台帳の管理を行わなければなら
ない。

中長期的取組 ・迅速な住家被害認定調査の実施や罹災
証明書の発行に向け、市町村の被災者支
援システム導入を促進する。
（スケジュール）
2024年度
  市町村説明会の実施
2025年度以降
  市町村への働きかけ

― 社会福祉課
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

25 3.被災者
の生活再
建

2.迅速な
応急住宅
の供与

・賃貸型応急住宅の県と市町村の役割分
担の見直しを検討する。

・本県の地域防災計画では、応急仮設住宅
の供与主体は県となっているが、市町村の協
力が不可欠で、市町村担当者と役割分担
について協議を開始する。

短期的取組 ・災害時の県と市町村の役割の整理やマニュ
アルを整備することで迅速に賃貸型応急住
宅を供与できるよう体制を整える。
（スケジュール）
2024年度
  市町村との役割分担の調整、県及び市町
村共通の供与マニュアル素案作成
2025年度
  供与マニュアルの完成

― 建築住宅課

26 3.被災者
の生活再
建

2.迅速な
応急住宅
の供与

・建設型応急住宅の用地不足により、建設
が遅れる可能性がある。

・市町村に対し、建設候補地の調査を毎年
実施し、建設可能戸数を算出する。
【参考】
　南海トラフ巨大地震時の想定必要戸数
  　約6万戸
　建設など可能戸数（想定）
　  約4.1万戸
（内訳）
　  建設型　約1.1万戸
　  公営住宅＋賃貸型　約3万戸

短期的取組 ・市町村に民有地などの活用も含めた建設
候補地の調査を実施し、2025年度以降も
候補地の更なる追加を進める。

― 建築住宅課

27 3.被災者
の生活再
建

3.公費解
体

・公費解体の遅れ。
・市町において事前に公費解体を実施するた
めの体制や要綱等が準備できていなかった。
・共有者が複数人いる家屋や、所有者不明
の家屋などの場合、公費解体申請の手続に
時間を要した。

・環境省が策定している公費解体・撤去マ
ニュアルに基づき対応する。
・未登記建物、建物の共有者がいる場合及
び建物の所有者が不明の場合における解体
手続の円滑化について、国（環境省・法務
省など）が通知を出しており、当該通知に基
づき対応する。
・県地域防災計画に公費解体を実施するこ
とを想定した体制の整備について明文化し
た。
・災害時における建物解体に関する災害協
定は結んでいない。

中長期的取組 ・市町村において公費解体が円滑に実施で
きるよう、平時における体制の整備や要綱の
作成などについて、研修会などを通じて、市
町村に働きかけを行う。
・市町村が策定する地域防災計画などに、
公費解体を実施することを想定した体制の
整備について明記するよう、市町村に助言す
る。
（スケジュール）
2024年度
  県地域防災計画への記載、勉強会の開
催
2025年度
  市町村の地域防災計画などへの反映

― 循環型社会
推進課
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

28 3.被災者
の生活再
建

4.犠牲者
の尊厳を
保つ対策

・大規模な災害により、多数の死者が発生し
た際に、検案を行う医師が不足する。

・県内の検案医　25名（2024年8月時
点）

中長期的取組 ・検案に対応できる医師を平時から確保す
る。
・県警察や県医師会などの関係者の連携を
進める。
（スケジュール）
2025年度
　災害時の検案に係る体制整備に向けた検
討会の設置
2026年度以降
　マニュアル等の整備、勉強会及び訓練等の
実施（予定）

― 医務課

29 3.被災者
の生活再
建

4.犠牲者
の尊厳を保
つ対策

・石川県の奥能登４市町で遺体安置所が
選定されておらず、急遽葬儀場が受け入れる
など混乱した。
・死体調査など、死体安置のための場所の
確保が必要となる。

・国道42号、紀勢自動車道、国道311号
などの幹線道路の寸断が予想される情勢に
おいて、遺体の被災地域外への搬送は困難
である。
・各市町村に協力要請しているが、主に体育
館、斎場、公共施設などとなっており、それら
は生存者の避難場所として使用される可能
性が高いほか、被災の可能性もあり、実際に
使用可能かどうか不明である。
・南海トラフ地震など大規模災害が発生した
場合、県内で予測されている数万人規模の
死者を収容するためには、体育館などの施設
が多数必要となる。
・住民避難施設の整備は進む一方、遺体安
置所としての施設確保は遅延している。
・2013年1月に葬祭事業者で構成される組
合と、協定（棺やドライアイスなどの物資提
供、遺体の処理、搬送、安置施設の提供）
を締結している。

短期的取組 ・引き続き市町村と協議して、遺体安置施
設の選定を促す。

― 生活衛生課
災害対策課
警察本部

30 3.被災者
の生活再
建

4.犠牲者
の尊厳を保
つ対策

・死体調査などを行うために必要な電気や水
の確保が必要となる。

・停電・断水は当然予測されるところ、発電
機（充電器）、投光器、貯水タンクなど、死
体調査などを行うために必要な装備は不十
分
・検視・安置場所数に対応できる装備品
（発動発電機、投光器、貯水タンクなど）
の確保が必要

短期的取組 ・2025年度に予算要求を行い、速やかに必
要な装備を確保できる体制を構築する。

― 警察本部
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

31 3.被災者
の生活再
建

⒍中小企
業、小規
模事業者
の再建

・被害を受けた観光関連事業者の早期の再
建支援に加え、地域全体におけるバランスの
とれた対策が必要となる。

・可能な限り情報収集し、観光関連事業者
に情報提供を行っている。また、状況に応じ
て風評被害対策を実施している。

短期的取組 ・被害を受けた観光関連事業者が活用可
能な国支援策等を迅速に情報提供できるよ
う、近畿運輸局をはじめとする関連組織との
連携を深めていく。また、風評被害の影響を
最小限に抑えられるよう適切に情報発信でき
る体制を整えておく。
（スケジュール）
2025年度
　関連組織との協議、連携強化及び情報提
供体制の相互確認

― 観光局

32 3.被災者
の生活再
建

⒍中小企
業、小規
模事業者
の再建

・災害からの復旧復興における雇用対策とし
ては、被災労働者、事業者の雇用維持と地
域の人材確保を図る観点から、緊急時の雇
用維持策、個々のニーズを踏まえた就職支
援、被災地域における雇用機会の創出を総
合的に実施することにより、被災地域がその
後も持続可能となる形で復旧復興できるよう
にすることが必要となる。

－ 短期的取組 ・和歌山労働局と連携し、被災した離職者
等の雇用の場の確保及び企業の人材確保
に向けた相談対応や情報提供、さらに職業
訓練への誘導などきめ細やかな支援を行い、
継続的な雇用の拡大を図る。

― 労働政策課

33 3.被災者
の生活再
建

⒍中小企
業、小規
模事業者
の再建

・なりわいの再建に向けては、まずは迅速に被
害状況の把握を行うとともに、災害救助法の
適用時に特別相談窓口を設置するなど、被
災状況に応じて、然るべきなりわい再建の支
援に取り組むことが必要となる。

・災害により大きな被害を受けた県内事業者
に対し、早期の復旧を促し、円滑な事業継
続を支援するため、特別相談窓口を設置す
るとともに、2011年(平成23年)、2017年
(平成29年)、2018年(平成30年)の台風
等により被災した事業者の、建物や機械設
備等の復旧に要する経費への補助制度を創
設し支援してきた。

短期的取組 ・事業者の被害状況を調査し、県全体にお
ける事業者の被害状況などが極めて大きい
場合には特別相談窓口の設置や支援制度
等を創設し、被災事業者の早期の事業再
建を支援していく。

― 商工企画課
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２．きめ細かな被災者支援
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

34 3.被災者
の生活再
建

⒍中小企
業、小規
模事業者
の再建

・複合災害の場合、今般の奥能登地域にお
ける被害のように、復旧、復興の途上である
ことが考えられるため、然るべきなりわい再建
の支援を検討することが必要となる。

・災害により大きな被害を受けた県内事業者
に対し、早期の復旧を促し、円滑な事業継
続を支援するため、特別相談窓口を設置す
るとともに、2011年(平成23年)、2017年
(平成29年)、2018年(平成30年)の台風
等により被災した事業者の、建物や機械設
備等の復旧に要する経費への補助制度を創
設し支援してきた。

短期的取組 ・事業者の被害状況を調査し、県全体にお
ける事業者の被害状況などが極めて大きい
場合には特別相談窓口の設置や支援制度
等を創設し、被災事業者の早期の事業再
建を支援していく。

― 商工企画課

２．きめ細かな被災者支援

短期的取組 １８件

中長期的取組 １５件

国要望 １件
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令和6年能登半島地震などを踏まえた防災・減災対策の検証結果（詳細版）
3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

1 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・大地震後の防災重点農業用ため池緊急
点検の実施が不能となるとともに被害状況把
握の遅れが発生した。

・早期に防災重点農業用ため池の被害状
況を把握し、また県内全域で震度５弱以上
の地震の場合、約1,900すべての防災重点
農業用ため池の緊急点検を早期に実施し、
国に報告する必要がある。
・地元、市町職員、県職員のみでは早期の
被害状況把握や点検実施は困難であり、国
や他府県への応援要請が必要

中長期的取組 ・国や他府県からの応援を受け入れ、被害
状況の把握や緊急点検を実施する体制を
整備する必要があり、応援者の移動手段や
宿泊場所確保など、発災した場合のシミュ
レーションを実施する。

― 農業農村整
備課
災害対策課

2 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・被災地までの距離が遠く、ボランティアの作
業時間が確保できない。

・ボランティアを対象とした寝泊まりできる場所
の確保の計画はない。

中長期的取組 ・ボランティアが寝泊まりできる場所を確保す
るため、2025年度に候補地となりえる場所
について検討、調査してリストにまとめ、2026
年度から具体化に向けて関係者と調整を進
める。

― 県民生活課
防災企画課

3 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・応援職員やボランティア、インフラ復旧作業
従事者の宿泊場所、駐車場、食料が不足し
た。
・多様なニーズに配慮した被災者支援を行う
ため、災害対応には女性職員も従事する必
要があるが、能登半島地震の際、被災地に
派遣された職員は、トイレ、風呂、就寝する
場所がない中で対応に従事せざるをえず、女
性職員が災害対応に参加しにくい状況となっ
てしまった。そのため、女性職員にとって安全・
安心に災害対応業務に従事できる環境を整
える必要がある。

・応援職員などの宿泊場所、駐車場の確
保、食料調達は未検討
・女性の応援職員の環境整備についても未
検討

短期的取組 ・2026年度末までに、活用可能な宿泊施
設や、国において活用が検討されているト
レーラーハウスなどの設置場所をリスト化する
ことで、県及び市町村の受援体制を整備し、
だれもが安全、安心に災害対応業務に従事
できる環境を整える。

― 災害対策課
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3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

4 短期的取組 ・熊野白浜リゾート空港及び旧空港跡地へ
の応援航空機の受け入れについて、関係機
関との間で航空運用調整を適切に行うため
の体制をつくり、定期的に訓練などを行う。
（スケジュール）
2024年度
　災害時航空運用連絡会の設置
2025年度
　災害時航空運用連絡会にて航空運用調
整の体制を検討し、マニュアル化
2026年度
　マニュアルに基づき訓練を実施

―

5 中長期的取組 ・空港復旧資材や燃料の保管庫設置など、
熊野白浜リゾート空港及び旧空港跡地への
応援航空機受け入れのための、施設整備を
行う。
（スケジュール）
2025年度
　調査設計実施
2026年度
　上記調査設計を踏まえた関係者調整、実
施設計、整備工事着工
・民間所有の応援機（物資・人員輸送）を
依頼するための協定内容を関係者と検討
し、締結する。
（スケジュール）
2024年度
　協定締結に向けた協議
2025年度
　協定締結予定

【予算事業名】
　災害対応力強化（旧白浜空港跡
地防災拠点整備基本設計）

【事業概要】
　広域防災拠点である旧南紀白浜空
港跡地において、防災拠点としての機
能を充実させるための整備に先立つ調
査設計費用

【予算額】
　12,650千円
                         （R7　当初）

6 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・首長がどの業務がどれだけ進捗しているのか
を把握することができず、組織的にどこに人員
を配置しなければならないのかの判断が困難
な状況が発生した。

・「市町村防災・危機管理担当者会議」にお
いて、毎年国が開催してる災害対応マネジメ
ント研修の受講を勧めている。

短期的取組 ・県職員、市町村職員に対し、国が開催して
いる災害対応マネジメント研修や防災スペ
シャリスト養成研修の受講を引き続き促進
し、2030年度までに、県職員30名以上、
各市町村に１名以上の災害対応に知見を
有する人材を育成する。

― 災害対策課

災害対策課
港湾空港振
興課

1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・幹線道路の寸断が発生し、陸路での救助
部隊及び救助物資の到着に支障が生じたこ
とにより、多くの応援航空機を安全かつ効率
的に受け入れる必要性が再認識された。
・被災地から広域避難をする被災者も移動
が困難になった。
・石川県七尾市の能登島にある「のとじま臨
海公園水族館」では橋の破損による孤立。
能登半島の観光名所「白米千枚田」では、
唯一の交通ルートが土砂崩れで寸断し、地
元住民と観光客80人が孤立状態に陥った。

・県内唯一の空港である熊野白浜リゾート空
港及び旧空港跡地を応援航空機の拠点と
して運用するために、航空受援計画の見直
しを実施する。
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3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

7 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・対口支援先の能登町役場での災害対応
の初動において、各担当レベルでの逐次対
応で全体的な統制がとれていなかった。
・市町村受援計画が策定されていなかった。

・県内30市町村のうち、10市町が受援計
画を策定していない。

短期的取組 ・受援計画未策定市町に、早期の策定を促
す。
・策定済市町村には、実際に運用でできるか
の検証を目的とし、訓練、研修の実施を促
す。

― 災害対策課
各振興局地
域づくり課（海
草、伊都、有
田、日高、東
牟婁）

8 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・通信環境（LTE回線）が断絶した場合、
情報連絡員（リエゾン）や災害時緊急支
援要員がリアルタイムで情報収集・報告がで
きない。

・県関係機関、市町村、消防庁舎には
LASCOMの衛星通信固定局を、広域物資
拠点などには同可搬局を設置しているが、被
災地を移動するリエゾン、災害時緊急支援
要員はLTE回線を利用したタブレットを使用
することになっている。

短期的取組 ・情報連絡員（リエゾン）や災害時緊急支
援要員用の衛星通信機器（スターリンク）
配置により通信環境を確保する。

【予算事業名】
　災害時緊急支援（移動県庁）整
備

【事業概要】
　モバイル回線途絶の場合も、被災現
場からの情報収集を行う情報通信環
境を確保するため、可搬型の高速衛
星インターネット設備を導入

【予算額】
　28,047千円
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

防災企画課

9 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・石川県では、県域の災害中間支援組織が
なく、現地でのきめ細かな連携体制が十分で
はなかった。

・石川県同様、県域の災害中間支援組織
がない。

中長期的取組 ・災害中間支援組織を設置する。
（スケジュール）
2025年度から2026年度まで
　設立準備
（先進事例調査、関係者会議）
2027年度以降
　運営

― 防災企画課
県民生活課

10 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・自家用車でボランティアが殺到し、交通渋
滞が発生した。

・より大きな被害が想定される紀南地域で
は、石川県と同様、主要道路も被害を受け
る可能性が高い。

短期的取組 ・渋滞緩和のため、災害ボランティアバスの運
行について、2024年度に県地域防災計画
に明記した。

― 県民生活課
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3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

11 県内／県
外

1.支援体
制の構築、
強化

・被災精神科病院入院患者の搬送体制の
確保及び災害拠点精神科病院を軸とした
患者の受け入れ体制を強化する。

・災害拠点精神科病院県内１箇所（県立
こころの医療センター：300床）
・災害拠点精神科病院以外の県内における
精神科病床を有する病院11箇所（1,733
床）

中長期的取組 ・災害発生時の被害想定を踏まえ、2025
年度中に、①被災入院患者の搬送方法の
確認や搬送先の確保、②災害拠点精神科
病院での患者の一時集積やトリアージ、更な
る入院の受入などについて、具体的な流れと
対応を整理し関係機関と共有する。

― こころの健康推
進課
医務課

12 1.県内／
県外

1.支援体
制の構築、
強化

・災害対策を行う警察職員や応援派遣され
た警察職員の寝袋や簡易トイレなどの自活
資機材の不足

・自活資機材が不足しているため、警察職員
の健康に配慮した災害対応ができない

中長期的取組 ・必要装備品の整備に努める。 【予算事業名】
　綜合警備対策

【事業概要】
　救出救助活動を行うための災害用
装備資器材等の整備費用

【予算額】
　20,000千円
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

警察本部

13 1.県内／
県外

2.災害時
を想定した
取組

・市町村職員が中心となって避難所運営を
行う体制では、市町村職員しか行うことがで
きない業務に十分な人員を確保できず他の
災害対応に支障が生じる。

・市町村避難所運営マニュアル作成モデルで
は、避難所運営は地域住民が主体となって
ボランティアなどと連携して避難所運営を行う
旨の記載があるが、行われていない。

短期的取組 ・避難所運営を主体的に行うことができる人
材を育成するため、市町村による市町村避
難所運営リーダー育成講座の開催を促す。
・避難者自身で避難所運営を行うことの必
要性を住民に周知徹底する。
・市町村に対して、相互支援協定を締結し
ている他自治体や避難所運営経験のある
NPOなどの民間団体と連携し、避難所運営
を行うことを検討するよう促す。

― 防災企画課
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3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

14 2.災害時
の各専門
職の確保

DMATイン
ストラクター

・災害発生時に保健医療調整本部全体を
統括する立場となる医療関係者が限定され
ており、万が一の場合の代替や長期的な対
応に不安がある。

・南海トラフ地震が想定されている10県のう
ち、8県で災害医療教育機関があるが、本
県にはそのような組織がない。

短期的取組 ・災害医療人材を養成するための体制を検
討し、構築する。
（スケジュール）
2024年度
　体制構築に向けた協議
2025年度
　災害医学講座の設置

【予算事業名】
　災害医療対策（寄附講座設置）

【事業概要】
　本部運営に必要な知識、技術に精
通した医療関係者の確保、若手災害
医療従事者の育成のため災害医学
講座を設置

【予算額】
　30,000千円
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

医務課

15 2.災害時
の各専門
職の確保

ローカル
DMAT

・災害拠点病院（県内10病院）及び日本
DMAT隊（県内の11病院で163人）のみ
では、能登半島地震のような大規模な災害
が発生した際には対応能力が不足する場合
がある。

・災害拠点病院を補完する災害支援病院
（13病院）を指定している。
また、活動範囲を県内に限定したローカル
DMATについて、災害支援病院に所属する
職員を中心に養成をすすめている。
2022年度
　18人養成
2023年度
　能登地震のため中止
2024年度
　40人程度養成

短期的取組 ・ローカルDMATについて、毎年度養成研修
を実施し、県内全域で養成を進める。

【予算事業名】
　大規模災害時における災害医療体
制の強化（ローカルDMAT養成研
修）

【事業概要】
　和歌山ローカルDMATの養成研修を
実施

【予算額】
　2,184千円
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

医務課

16 2.災害時
の各専門
職の確保

ローカル
DPAT

・ローカルDPAT隊員の不足 ・ローカルDPAT隊員は、2024年４月現在
で31名

短期的取組 ・2025年度中にローカルDPAT養成研修を
実施する。（2023年度は3月9日、10日に
実施済み）
・研修もある程度の周期で実施し、活動に備
える必要がある。
・2025年度中にローカルDPATを編成可能
な病院との協定を締結する。

― こころの健康推
進課
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3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

17 2.災害時
の各専門
職の確保

災害医療
コーディネー
ター

・災害医療調整本部において、助言や調整
をいただく災害医療コーディネーターが不足し
ているため、能登半島地震のような長期間に
渡る対応を行うことが難しい。

・2024年8月末現在38名（医師32名、
看護師1名、ロジ5名）を委嘱している。
・医師については、国の災害医療コーディネー
ター研修の参加対象である。
・医師以外を対象とした国の研修はない。
・研修受講者以外についても、DMATで一
定の資格を持つ者又は病院からの推薦者な
ど、災害医療について一定の知識、経験を
持つ者にも委嘱している。

中長期的取組 ・2025年度以降順次、災害医療コーディ
ネーターの増員　（県本部、各保健所に医
師、看護師、ロジ各3人以上）
・幅広い職種を対象とした災害医療コーディ
ネーター研修の定期開催を検討し、開催す
る。
（スケジュール）
2025年度
　研修開催に向けた協議
2026年度
　研修開催予定

― 医務課

18 2.災害時
の各専門
職の確保

災害支援
ナース

・災害支援ナースが不足している。 ・2023年度から、新たな養成カリキュラムに
基づき、県看護協会で養成を実施している。
・災害支援ナース派遣協定医療機関は19
医療機関（56人）

短期的取組 ・災害支援ナース派遣協定機関を増やす。
（協定機関数）
2024年度
　19機関
2025年度
　26機関（7機関増加）と締結予定

― 医務課

19 2.災害時
の各専門
職の確保

災害薬事
コーディネー
ター

・全国からの支援（人、物）に対し、受援側
の態勢が不足していた。
＊県外からの支援薬剤師や医薬品などを受
け入れ、効率的に運用するため、受援体制
の整備が必要

・災害医療本部において、県外からの支援
薬剤師を含む薬剤師班の配置などについて
助言・支援などを行う専門家（災害薬事
コーディネーター）が養成されていない。
・現状は、県薬剤師会が薬剤師を災害医療
本部に派遣する体制となっている。

短期的取組 ・災害薬事コーディネーターの養成を行う。
（スケジュール）
2024年
　要綱などの整備
2025年
　研修会の実施、任命
2026年
　フォローアップなど
＊県災害医療調整本部及び各保健所
（支所）管轄ごとに3名程度（計30名程
度）を養成することを目標とする。

【予算事業名】
　災害薬事コーディネーター配備推進
事業

【事業概要】
災害薬事コーディネーターを養成するこ
とを目的に研修会を実施する。

【予算額】
　839千円
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

薬務課

24



3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

20 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・児童福祉施設が被災し、使用困難となった
場合の入所中児童施設変更受け入れ、応
援職員配置、児童の心理面のケアや被害
状況の迅速な情報共有体制が必要となる。

・被災による児童の受け入れ施設変更や、
被災施設への職員派遣が行われたことがな
く、支援体制の検討が行われていない。

短期的取組 ・発災後、支援が滞りなく実施できるよう、連
携体制の構築を支援する。
・児童福祉施設等災害時情報共有システム
運用訓練を実施する。
（スケジュール）
2024年度
　連携体制の構築
2025年度
　システム運用訓練を実施

― こども支援課

21 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・能登半島地震のような大規模災害におい
ては、様々な医療チームに支援を要請するこ
とが想定される。
＊効果的な支援につなげるため、各チームの
支援内容を理解し、調整できるよう事前の
準備が必要

・新型コロナウイルス感染症の蔓延の影響な
どにより、災害医療に関する訓練が中断した
圏域もあった。また、支援チームの受け入れを
想定した訓練の経験は少ない。

短期的取組 ・二次医療圏域での災害訓練を実施する。
・支援チームを理解するための研修、各種支
援チームの参加を想定した訓練も進めてい
く。
（スケジュール）
2024年度
　県庁及び県内各保健所にて訓練を実施
2025年度以降
　引き続き実施していく

― 医務課

22 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・避難者に対する福祉的な支援の初動の遅
れや、福祉的な支援に当たるチームの活動
範囲が避難所に限られたなどの課題が挙げら
れている。

・福祉的な支援として、DWAT、介護職員
応援派遣、ケアマネージャーなどによる被災
高齢者などの把握事業が想定されるが、被
災を想定した庁内連携、市町村との共有が
不十分である。

短期的取組 ・庁内関係課と連携し、各支援の被災を想
定したシミュレーション及び訓練などを行い、
市町村とも共有する。
（スケジュール）
2025年度
　各事業実施体制の整備、訓練に向けた検
討
2026年度
　訓練の実施

― 社会福祉課
長寿社会課
障害福祉課

23 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・介護施設入所者の他の受け入れ可能施
設への搬送調整及び搬送が必要となる。

・災害時を想定した各地域単位での保健医
療福祉調整本部による訓練の経験が積めて
おらず、医療と福祉の連携による搬送調整が
機能するか不明である。

短期的取組 ・医療と福祉の連携による搬送調整の訓練
を実施する。（各地域単位での保健医療福
祉調整本部の設置を含む）
・2025年度以降、県庁及び県内各保健所
にて訓練を実施予定

― 介護サービス
指導課
医務課
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3．応援、受援体制の強化
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

24 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・災害関連死を防ぐため避難所などでの健康
管理などを実施するが、保健所や市町村の
保健師の災害への対応力が不足している。

・保健所や市町村保健師を対象に災害時
保健活動研修を開催しているが、災害関連
死を防ぐための避難所などにおいての健康管
理に係る実働訓練ができていない。

短期的取組 ・保健師の災害時の対応力向上を図るた
め、市町村と共にアクションカードの作成及び
継続的な訓練などを実施する。
（アクションカード作成及び訓練の実施状
況）
2024年度
　28市町村が実施済み
2025年度
　県内全市町村が実施予定

― 医務課

25 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・本県被災時に被災自治体の保健師を支
援するため、県（保健所）からリエゾン保健
師の派遣を行うことのほか、派遣された保健
師等チームの中に他のチームを統括する役割
を担うチームがあること等も必要である。また、
被災都道府県へ保健師等チームを派遣する
際、県に所属する保健師のみならず管内市
町村の保健師等も含めたチーム構成とする
など、市町村との協力体制を構築する必要
がある。

・被災自治体の保健師の支援を行うリエゾン
保健師などの派遣を想定しているが実働訓
練ができていない。
・現時点では、和歌山市と県と交互派遣す
る体制を構築しており、県の保健師などの
チームの構成メンバーに他の市町村の保健
師などは含めていない。

短期的取組 ・被災自治体の保健師支援を行うリエゾン保
健師派遣など、実働訓練を実施する。
・県と市町村保健師などが構成するチームが
望ましい場合に備え、保健所と市町村での
協議の場や派遣時の後方支援体制の強化
を行う。
（スケジュール）
2025年度
　訓練に向けた検討
2026年度
　訓練の実施

― 医務課

26 3.訓練など
による連携
体制の強
化

1.災害時
を想定した
取組強化

・災害時の保健医療分野と福祉分野との連
携強化が必要である。

・災害時には、保健医療分野においては、災
害療調整本部が設置され、DMATなどの派
遣調整を行う。
　一方で、福祉分野については、社会福祉
課が中心となりDWATの派遣調整を行うこと
となっている。

短期的取組 ・保健医療分野、福祉分野を総合調整する
本部「和歌山県保健医療福祉調整本部」
の設置など、連携を進めていく。
（スケジュール）
2024年度
　設置要綱の策定
2025年度
　訓練の実施

― 社会福祉課
医務課

3．応援・受援体制の強化

短期的取組 １９件

中長期的取組 ７件
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令和6年能登半島地震などを踏まえた防災・減災対策の検証結果（詳細版）
４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

1 1.被害把
握と情報収
集、共有

1.迅速な
情報収集と
共有

・能登では、道路の寸断などにより、孤立した
集落の被害状況などを速やかに把握できな
かった。

・2012年度より孤立集落通信訓練を毎年
実施している。
・孤立が予想されるのは556集落【2024年
9月現在】

短期的取組 ・通信設備整備集落について、少なくとも年
1回は訓練を実施するよう、毎年度、市町村
に働きかける。
・災害時の迅速な通信確保のため、通信設
備の設置場所や利用方法について集落内で
さらなる周知・共有を行うよう、毎年度、市町
村に働きかける。

― 防災企画課

2 1.被害把
握と情報収
集、共有

⒈迅速な
情報収集と
共有

・デジタル技術を活用した国、都道府県、市
町村及び指定公共機関間の情報共有や連
携の方策について、各機関のシステムから防
災デジタルプラットフォームの中核となる新総
合防災情報システム（SOBO-WEB）への
データ連携が必要となる。

・県防災情報システムではSOBO-WEBと連
携を行っていない。

短期的取組 ・2025年度に県防災情報システムとSOBO
-WEBとの連携を行う。

【予算事業名】
　総合防災情報システム運営

【事業概要】
　災害発生時に応援機関などと情報
共有を行うため、内閣府総合防災情
報システムSOBO-WEBと県防災情
報システムを連携

【予算額】
　4,400千円
　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

防災企画課

3 1.被害把
握と情報収
集、共有

⒈迅速な
情報収集と
共有

・避難所情報の取り込みにおいて、データの
形式が揃っていなかったり、一意に判断できる
共通キーがないと機械的な突合が困難となる
ことから、全国共通避難所・避難場所ID
（共通ID）を活用する必要がある。

・県防災情報システムでは避難所IDの情報
を持っていない。

中長期的取組 ・2027年度春運用開始予定の次期県防
災情報システムでは共通IDを利用する。

― 防災企画課

4 1.被害把
握と情報収
集、共有

1.迅速な
情報収集と
共有

・大規模災害時を想定した被害状況の情報
収集手段が確立できていない。

・現在は年に1回、厚生労働省による抽出
市町村における災害時情報共有システムを
用いた被害状況報告訓練を実施している。

短期的取組 ・介護施設や市町村からの被害状況の情報
収集手段及びルートを確立する。（災害時
情報共有システムの活用推進など）
・複数の情報収集手段や収集ルートを確立
する。

― 介護サービス
指導課
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４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

5 1.被害把
握と情報収
集、共有

1.迅速な
情報収集と
共有

・警察車両のほとんどがセダン型であるが、大
規模災害時、セダン型警察車両では著しく
活動が制限されるとともに、活動時パンクが
頻発した。

・災害活動を見越したSUVなど高床型車両
の導入はない。

中長期的取組 ・2027年度末までに災害時でも警察活動
の継続が可能な高床型車両の配備増強又
は災害時における既保有高床型車両の特
別機動捜査隊使用車両としての事前指定
を行う。

― 警察本部

6 1.被害把
握と情報収
集、共有

1.迅速な
情報収集と
共有

・発災直後における緊急交通路などの被害
状況を把握する必要がある。
　幹線道路の寸断が発生し、道路啓開が行
われていない悪路を走破し、緊急交通路など
の被害状況を把握する必要がある。

・本県では積雪地帯は限られるが、南北に距
離が長く、大規模な被害が予想される紀南
地域に広域緊急援助隊（交通部隊）用の
緊急走行可能オフロードバイクの配備がな
い。

中長期的取組 ・2027年度末までに緊急走行可能なオフ
ロードバイクを導入し紀南地域に配備を検討
する。

― 警察本部

7 1.被害把
握と情報収
集、共有

2.新技術
を活用した
情報収集
など

・1月2日 飯田港にて岸壁の一部が沈下、
輪島港にて岸壁背後に段差が発生した。
・鹿磯漁港では、海底が最大約4m隆起し、
漁船が座礁した。

・主要な港湾、漁港に耐震強化岸壁を整備
済である。
・重要港湾（和歌山下津港、日高港）に
おいて、港湾BCPを策定済である。
・県管理の流通拠点漁港（3漁港）のう
ち、串本漁港、勝浦漁港において、漁港
BCPを策定済である。
・点検要領に基づいた点検は実施している
が、発災後でもすぐに施設を使用できるかは
不明である。
・早急な施設点検、施設の使用に向けた応
急復旧が必要である。

中長期的取組 ・ソナーやマルチビーム、ドローンのグリーンレー
ザーなどによる航路などの水深計測が可能な
機器の配備を行う。（その他、有効な計測
方法を調査）
・今後、国の答申(港湾・漁港:2024年7
月)を参考に、適切に対応していく。
・岸壁や航路などの啓開に関する検討を行
う。

― 港湾空港振
興課
港湾漁港整
備課
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４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

8 1.被害把
握と情報収
集、共有

2.新技術
を活用した
情報収集
など

・対口支援先の能登町役場での災害対応
の初動において、各担当レベルでの逐次対
応で全体的な統制がとれていなかった。

・各種災害対応の進捗状況を把握かつ管
理することが困難である。

短期的取組 ・災害対応フロー図として工程管理でき、災
害対応に不慣れな職員であっても災害対応
が可能となるシステムを2025年度中に導入
し、以降の訓練において検証していく。

【予算事業名】
　災害対応力強化（災害対応工程
管理システム導入）

【事業概要】
災害発生時の膨大な業務の中災害
対応の流れを的確に把握できる「災害
対応工程管理システム」を導入

【予算額】
　13,587千円
　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

災害対策課

9 1.被害把
握と情報収
集、共有

2.新技術
を活用した
情報収集
など

・大地震後の防災重点農業用ため池緊急
点検の実施が不能となるとともに及び被害状
況把握の遅れが発生した。

・ため池緊急点検は現地における目視での
点検が基本であり時間を要する。ドローンなど
を活用した防災重点農業用ため池の点検は
実施していないが、時間短縮がはかれるなど
有効である。

中長期的取組 ・人員不足や道路通行不能により現地での
点検が不可能な場合への対応として、ドロー
ンなどによる上空からの調査や航空写真、衛
星画像による被災状況把握の導入を検討
する。

― 農業農村整
備課

10 1.被害把
握と情報収
集、共有

2.新技術
を活用した
情報収集
など

・道路啓開が完了した道路への一般車両の
進入により道路渋滞が発生した。
・直轄管理区間が少なく交通情報収集体
制・機器の配置が脆弱である。

・交通情報収集体制は脆弱である。
・県管理区間でのデータ収集機器の設置は
皆無である。

中長期的取組 ・可搬型のデータ収集機器や、ドローンの活
用を検討する。

― 道路保全課

11 1.被害把
握と情報収
集、共有

2.新技術
を活用した
情報収集
など

中長期的取組 ・避難所以外に避難している被災者も含め、
被災者の状況を把握するため、国の実証結
果を踏まえて、2025年度以降、SNSなどを
活用した被災情報登録システムや被災者
データベースの導入の可否を判断する。

― 防災企画課
社会福祉課

12 1.被害把
握と情報収
集、共有

⒈迅速な
情報収集と
共有

短期的取組 ・市町村に対し、市町村が指定する避難所
ではなく、住民が自主運営を行う避難所を
「届出避難所」として把握し、必要に応じてあ
らかじめ備蓄品を配布することを促す。

― 防災企画課

・指定避難所以外へ避難する避難者もお
り、全ての被災者へ適切な対応をすることが
できなかった。

・市町村避難所運営マニュアル作成モデルで
は、在宅避難者に組織化を促し、避難所運
営に協力する旨の記載がある。
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４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

13 2.輸送
（物資、
人員）

1.陸路以
外の輸送
体制の構
築

・幹線道路の道路寸断が発生し、陸路での
救助部隊及び救助物資の到着に支障が生
じた。
・被災地から広域避難をする被災者も移動
が困難になった。
＊石川県七尾市の能登島にある「のとじま臨
海公園水族館」では橋の破損による孤立。
能登半島の観光名所「白米千枚田」では、
唯一の交通ルートが土砂崩れで寸断し、地
元住民と観光客80人が孤立状態に陥った。

・陸路以外を使った輸送については、地域防
災計画には記載はあるが、具体的な検討及
び訓練はなされていない。

短期的取組 ・2025年度中に、空路や海路を使った輸送
訓練として、応援関係機関（海上保安庁、
自衛隊など）と実証訓練（LCAC※の上陸
調査を兼ねた訓練）を実施できるよう働きか
ける。
　※・・・エアクッション艇（ホバークラフトの一
種）

― 災害対策課

14 2.輸送
（物資、
人員）

1.陸路以
外の輸送
体制の構
築

・港湾が使用不能となった際の船舶による被
災者や物資の輸送方法

・災害時に必要となる緊急輸送を行うため、
南海フェリー株式会社と協定を締結してい
る。

中長期的取組 ・港湾が使用不能となった場合のフェリーへの
被災者の収容及び物資の積載、荷下ろしな
どの方法について2025年度中に、南海フェ
リー株式会社及び関係部局と検討を進め
る。

― 総合交通政
策課

15 2.輸送
（物資、
人員）

2.孤立集
落の対策

・土砂崩れなどの道路寸断により救援物資の
輸送が困難となった。
・孤立集落への物資輸送は、自衛隊などによ
る徒歩で行わざるを得なかった。

・防災目的のドローンを配備済み、又は防災
目的のドローン事業者との協定を締結済み
の市町村は25市町【2024年11月現在】

短期的取組 ・市町村におけるドローン運用体制の構築
や、物資輸送ルートの事前設定を推進す
る。

【予算事業名】
　ドローンを活用した防災・減災対策

【事業概要】
　ドローンを活用することにより、効率
的かつ効果的な防災・減災対策を実
現するとともに、市町村の災害対応能
力の向上を図る

【予算額】
　26,457千円　 【再掲】
　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

防災企画課

16 2.輸送
（物資、
人員）

3.広域物
資拠の見
直しなど

・発災後翌日から大量の支援物資が到着す
るため迅速な受入体制が必要となる。

・県内4か所の広域物資輸送拠点を指定す
るとともに、広域防災拠点要員を任命してい
る。

短期的取組 ・物流事業者の意見を聴取し、物資輸送
ルートの作成、市町村も含めた輸送拠点の
課題抽出、拠点運営の体制構築などを検
証する。
・県広域物資輸送拠点を補完する代替拠
点候補場所について、民間施設借り上げな
どの代替案を検討し、必要に応じて2025年
に広域受援計画に反映する。
・協定締結している民間物流事業者と合同
で、広域物資輸送拠点運営訓練を毎年実
施する。

【予算事業名】
　防災体制整備事業

【事業概要】
　自治体、物流関係者と連携した県
内物資輸送の検証

【予算額】
　6,462千円
　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

災害対策課
防災企画課
総合交通政
策課
社会福祉課
港湾空港振
興課
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４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

17 2.輸送
（物資、
人員）

4.患者の
受入、搬
送調整

・被災地から多数の入院患者などを搬送する
必要があるなか、能登半島地震の災害対応
時においても救急車両が不足し、民間救急
車両も活用されていた。

・多数の搬送が必要となった際には、救急車
両が不足するものと想定される。

短期的取組 ・緊急消防援助隊での搬送の調整ルートに
ついては2024年度中に確認済み。民間救
急の活用については対応時の費用、求償対
象の可否について2024年度中に石川県か
ら情報収集し、運用手順を整理した。

― 医務課

18 2.輸送
（物資、
人員）

4.患者の
受入、搬
送調整

・断水により透析が実施できなくなり、二次医
療圏域を超えた患者の受け入れ調整が必要
となった。

・本県においても、大規模な被害を受けた場
合には、二次医療圏域を超えた患者の受け
入れ調整が必要となる可能性がある。

短期的取組 ・2025年度に、透析医療機関が被災した
際の、二次医療圏内における患者の受け入
れ調整体制、二次医療圏内で調整ができな
い場合の圏域を越えた調整体制について、
関係者会議において確認する。
・2025年度に南海トラフ地震発生時の二次
医療圏を越えた搬送についてシミュレーション
を行う。

― 医務課

19 3.事業継
続、BCPの
策定、改
定

1.公的機
関、公共
施設、学
校、医療
機関、民
間企業など

・主要な幹線道路の道路啓開（緊急復
旧）は、発災約１週間後に約8割、約２週
間後に約9割が完了した。
・道路啓開計画は未策定だったが、大雪に
備えた関係機関との連携体制が機能した。

・道路啓開計画が策定済み
（対象災害：南海トラフ地震、内陸直下
型地震、集中豪雨など）

＊南海トラフ地震などにおいても甚大な被害
が想定され道路啓開のみでは限界
＊特に紀勢線の未整備区間のある県南部
においては海空からのアクセスが有効

短期的取組 ・2025年１月に道路啓開計画を改定済。
毎年の訓練実施により実効性を高める。
・自衛隊などとの連携強化
・受援計画（人員、資機材、燃料確保な
ど）の強化
・道路啓開活動拠点の選定や必要な機能
（ベースキャンプ機能、活動支援機能、通
信機能、ライフライン機能）の強化
・通信途絶の対応強化　など

― 道路保全課
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４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

20 3.事業継
続、BCPの
策定、改
定

1.公的機
関、公共
施設、学
校、医療
機関、民
間企業など

・本県では、企業における事業継続力の強
化が進んでいない。
・和歌山県におけるBCP策定率
※括弧は全国平均
策定している
　19.1％（19.8％）
策定中
　7.9％（7.3％）
策定を検討している
　25.8％（22.9％）
策定していない
　39.3％（41.8％）
分からない
　7.9％（8.2％）
（帝国データバンク：事業継続計画
（BCP）に対する近畿企業の意識調査
（2024 年）より）

【県の取組】
・県主催のセミナーを開催（約1回/年）

【商工団体・市町村の取組】
・商工会・商工会議所と地域の防災を担う
市町村が共同で作成している「事業継続力
強化支援計画」に沿って各企業へBCPの策
定や、効果的な取組を働きかけている。

【国制度】
・事業継続力強化計画※の策定状況につい
ては、2024年6月現在　525社認定済
※中小企業が策定した防災、減災の事前
対策に関する計画を経済産業大臣が認定
する制度で、中小企業のための簡易なBCP
と位置づけられている。

【参考】
・商工業者：39,693（2021年経済セン
サス）
・商工会：31
・商工会議所：7

中長期的取組 ・より効果的な周知活動や効果的な支援の
取組を検討し、事業継続計画の策定や運
用を推進する。

― 商工振興課

21 3.事業継
続、BCPの
策定、改
定

1.公的機
関、公共
施設、学
校、医療
機関、民
間企業など

・多くの土砂災害が発生(455件)したが、土
砂災害発生箇所や砂防関係施設などの調
査に時間を要した。
　1月2日　 防災ヘリ
　2月上旬　TEC-FORCEなど
　による調査完了

・緊急対応が必要と見込まれる大規模土砂
移動や河道閉塞の早期発見に向けた調査
を行う。
　調査には、人工衛星(JAXA)、防災ヘリ、
UAV※などを活用する。

※UAV・・・無人航空機

・土砂災害発生箇所の調査や、2次災害防
止に向けた砂防関係施設の緊急点検を行
う。
　TEC-FORCEや県測量設計業協会などの
協力を得ても、人員不足や通行困難により
完了までに時間を要することが懸念される。

中長期的取組 ・災害時にUAVによる調査を迅速に実施す
るため、引き続き、平常時から委託業務で
UAVを活用していく。

― 砂防課
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４．迅速かつ的確な初動体制
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

22 3.事業継
続、BCPの
策定、改
定

1.公的機
関、公共
施設、学
校、医療
機関、民
間企業など

・様々な機関の部隊が車両により進出してき
ていたため、災害現場周辺に警察部隊が進
出できる拠点が不足していた。

・紀北、紀中、紀南のそれぞれの地域に、警
察部隊が独自に進出できる拠点が不足して
いる。
・有事の際、警察部隊にあっては、様々な部
隊を編成し進出するため、多くの部隊を受け
入れる拠点が必要
・警察独自の進出先としては、県内12警察
署のみとなり、その他は県が指定してる広域
防災拠点となる。

中長期的取組 ・関係各所と協議（休憩場所、進出拠点、
新規拠点を選定）を行い、道路途絶や浸
水により孤立した警察署の代替指揮所の役
割を兼ねる拠点設置を検討する。

― 警察本部

23 3.事業継
続、BCPの
策定、改
定

1.公的機
関、公共
施設、学
校、医療
機関、民
間企業など

・道の駅が一時的な避難先になったが、施設
復旧を含めたBCP（事業継続計画）が策
定されていない。

・道の駅を避難先として地域防災計画に記
載している市町村はほとんどない。（通常は
体育館、学校、公民館など）
・道の駅は一般的な道路利用者などの避難
所としての機能を期待しているものではない。
・指定避難所数：1,722箇所（2024年3
月14日時点）
・収容人数：405,967人（2024年6月1
日時点）
・避難所への避難者数(2014年3月公表の
県被害想定、南海トラフ巨大地震1日後)は
289,811人
＊市町村によっては避難所が不足する。

短期的取組 ・県版道の駅BCPガイドラインを策定し、県
管理道路との一体型道の駅５か所の道の
駅BCPを、2025年3月に策定予定。
・2025年度に市町村単独型など残る20箇
所の道の駅についても、県版BCPガイドライン
を活用し市町村支援を行い、道の駅BCPの
策定を目指す。

― 道路保全課

４．迅速かつ的確な初動体制

短期的取組 １２件

中長期的取組 １１件
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令和6年能登半島地震などを踏まえた防災・減災対策の検証結果（詳細版）
５．インフラの強靱化と復旧
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

・2025年度より「半島防災」の観点を新たに
加え、道路ネットワークの強化等を推進する。
・緊急輸送道路の防災・減災対策（橋梁
耐震化、高盛土を含む法面対策など）を推
進する。

道路政策課
道路保全課
道路建設課

【予算事業名】
　①直轄道路事業負担金
　②公共事業国道改良
　③道路改良
　④地方特定道路整備
　⑤半島振興道路整備
　⑥公共街路
　⑦地方特定道路整備（街路）
　⑧道路保全

【関連予算額】
　①6,517,760千円（内数）
　②366,400千円（内数）
　③13,152,698千円（内数）
　④990,130千円（内数）
　⑤250,000千円（内数）
　⑥2,005,100千円（内数）
　⑦200,000千円（内数）
　⑧10,137,192千円（内数）
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

1 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

1.緊急輸
送道路など
の機能強
化

・大規模な法面崩壊やトンネル崩落など、至
る所で陸路が寸断され、救助、救援活動の
遅れや、復旧、復興活動に必要な物資、資
材などの運搬に支障が生じた。
・発災当初は、自治体職員や自衛隊が車や
徒歩で輸送を行った。

中長期的取組・能登半島地震のような大規模災害が発生
すると、緊急輸送道路の輸送機能を確保す
ることが困難なため、緊急輸送道路のリダンダ
ンシー確保が必要となる。
・和歌山県においては、防災拠点と高速ICを
つなぐ最短の緊急輸送道路が途絶した場
合、代替路となる緊急輸送道路が無い箇所
が存在する。
・そのうち内陸部に位置する箇所については、
国道311号や国道371号などで高速ICと結
ばれており、これらの道路は並行する路線と
長い区間にわたり接続していないため、有事
の際には広域迂回を余儀なくされる。
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５．インフラの強靱化と復旧
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

2 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

1.緊急輸
送道路など
の機能強
化

・急峻な地形や風化しやすい地質であり同様
な斜面崩壊のリスクが高い。

短期的取組 ・優先度の高い箇所から調査及び対策の実
施を検討するため、優先区間を抽出し、切
土法面の現況調査を、2024年7月に実施
済。

― 道路保全課

3 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

1.緊急輸
送道路など
の機能強
化

短期的取組 ・優先度の高い箇所から調査及び対策の実
施を検討するため、緊急輸送道路において
点検対象となる盛土法面の抽出を、2024
年11月に実施済。

― 道路保全課

4 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

1.緊急輸
送道路など
の機能強
化

中長期的取組 ・2025年度より、被災した場合の影響を踏
まえ、優先度の高い箇所から調査及び対策
（法尻補強、排水対策など）を実施する。

道路保全課

5 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

1.緊急輸
送道路など
の機能強
化

・新たな取り組みとして2021年から三次元
点群データを活用した道路斜面災害リスク箇
所の抽出、評価を実施中である。

中長期的取組 ・2025年度より、道路斜面災害リスクが高い
箇所の対策を検討する。

道路保全課

6 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

1.緊急輸
送道路など
の機能強
化

・緊急輸送道路における要対策箇所の法面
対策を実施中である。

中長期的取組 ・優先度の高い箇所から法面対策を実施す
る。

道路保全課

・X軸ネットワークなど主要幹線道路の多くが
2013年以前に施工されており、同様の盛土
崩落が発生するリスクが高いが未対応であ
る。

・多数の斜面崩壊や地すべり、道路盛土の
崩落により道路が寸断した。
・急峻な地形と溶岩などが堆積してできた風
化しやすい地質であり多数の斜面崩壊が発
生した。
・2013年以前施工で、水が集まりやすい沢
埋めの高盛土において大きな被害が発生し
た。

【予算事業名】
　道路保全（法面対策）

【予算額】
　10,137,192千円（内数）
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）
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５．インフラの強靱化と復旧
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

7 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

2.上下水
道の耐震
化など対策

・地盤変状などにより、取水地、導水管、浄
水場、送水管、配水池、配水管、配水支
管、及び、給水メーター（水道施設全般）
の被災により、給水停止が発生した。
・発災直後断水戸数　約5万6千戸

・各事業体が経営戦略を策定し、それに基づ
き耐震化対策を実施している。
本県の水道施設耐震化率 2022年3月末
時点
　基幹管路　34.4% （全国平均
41.2%)
　浄水施設　14.3% （全国平均
39.2%)
　配水池　　55.2% （全国平均 62.3%)

中長期的取組 ・2025年度以降も、引き続き、各事業体
が、上下水道耐震化計画を策定し、耐震対
策を実施していく。

― 生活衛生課

8 1.災害リス
ク分析と対
策の実施

2.上下水
道の耐震
化など対策

・地盤変状などによる下水管路の被災によ
り、交通障害が発生した。
・耐震対策済みの施設は無事ではあるが、マ
ンホールと下水管路の接続部分に破損が見
られる。

・重要な幹線の耐震化率は56％
[206/368km]（国平均56％）
　流域下水道:100％[49/49]
　公共下水道：49％[157/319]

中長期的取組 ・上下水道の「急所」となる施設及び管路の
一体的な耐震化を進めるため、上下水道耐
震化計画に基づく耐震化を市町に促す。
・下水道の復旧、整備に当たっては、人口減
少などを踏まえて、施設規模の適正化や広
域化・統廃合の可能性や被災時の機能確
保方法も検討しつつ、災害に強く持続可能
な整備を市町に促す。

― 下水道課

9 2.迅速な
復旧に向
けた取組

1.迅速な
復旧に向
けた訓練の
実施

・主要な幹線道路の道路啓開（緊急復
旧）は、発災約１週間後に約８割、約２
週間後に約９割が完了した。

・道路啓開計画が策定済み。
（対象災害：南海トラフ地震、内陸直下
型地震、集中豪雨など）

短期的取組 ・訓練実施により実効性を高める。 ― 道路保全課

10 2.迅速な
復旧に向
けた取組

2.災害時
に必要な
人材や施
設の充実

・県建設業協会と大規模災害協定を締結し
応急対応が可能な体制を整備しており、地
元建設業者などの維持が必要である。

中長期的取組 ・地域の守り手となる建設業者などの維持を
入札条件などの制度面から誘導する。
（スケジュール）
2024年度
　災害発生時に迅速に対応できる地域の建
設業者を維持育成するため、入札制度の改
正を検討する。
2025年度
　総合評価落札方式を適用する一部工事
において、建設機械の保有及び運転者の雇
用状況を評価する「地域防災力強化モデル
工事」を導入する。

― 技術調査課

11 2.迅速な
復旧に向
けた取組

2.災害時
に必要な
人材や施
設の充実

・防災拠点などに備蓄している仮設資材など
には、砕石を含め不足しているものがある。

中長期的取組 ・建設業協会などと情報共有を行い、現在
備蓄していない必要な資機材を防災拠点な
どに備蓄する。

― 道路保全課
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５．インフラの強靱化と復旧
No 項目 区分 課題 本県の状況 取組期間 取組 計上予算 関係課室名

(下線は予算要
求課)

12 2.迅速な
復旧に向
けた取組

2.災害時
に必要な
人材や施
設の充実

・滑走路の誘導路付近の長さ約37mの段
差、約12cmのひび割れをはじめ、大小多数
のひび割れを確認した。
・1月2日から取付誘導路で自衛隊ヘリなど
の離発着を受入れ開始した。
・現地入りした国交省職員の助言を受け、自
衛隊機の離着陸に影響する部分に絞って補
修を実施した。
・1月11日に滑走路仮復旧、自衛隊機を対
象に供用を再開した。
・1月27日から民間航空機の運航を再開し
た。

・復旧用資材を備蓄できていない。 短期的取組 ・2025年度から路面補修材を備蓄していく。 【予算事業名】
　空港修繕

【事業概要】
　常温合材購入

【予算額】
　1,000千円
　　　　　　　　　　　　　（R7　当初）

港湾空港振
興課
災害対策課

13 2.迅速な
復旧に向
けた取組

2.災害時
に必要な
人材や施
設の充実

・災害時に水道施設の復旧応援を和歌山
県管工事業協同組合連合会と協定を結ん
でいる。
・重要拠点（病院、避難所など）の高所タ
ンクへの給水については、水道応急給水車
両緊急整備事業で配備された加圧式給水
車により水道用水の緊急応援を実施する。
・地震時に配管破損による貯留水の流失を
防止し、必要な飲用水を確保するため、耐
震性を有する配水池に水の流出を防ぐ緊急
遮断弁を設置している。

中長期的取組 ・2025年度以降も、引き続き、和歌山県管
工事業協同組合連合会と協力関係を維持
する。

― 生活衛生課

14 2.迅速な
復旧に向
けた取組

2.災害時
に必要な
人材や施
設の充実

中長期的取組 ・2025年度以降も、復旧に時間を要する場
合に備え、仮設施設での対応の検討を促
す。

― 生活衛生課

15 2.迅速な
復旧に向
けた取組

2.災害時
に必要な
人材や施
設の充実

中長期的取組 ・2025年度以降も、予備資材の共同管理
や融通対策の強化を促す。

― 生活衛生課

５．インフラの強靱化と復旧
短期的取組 ４件

中長期的取組 １１件

・各施設への道路が被災しているため、復旧
に時間を要する。
・管路については、基本的には道路下に埋設
するが、道路自体が被災しているため、復旧
に時間を要する。
・２か月後断水戸数　約1万9千戸

・県内での給水支援は、日本水道協会和歌
山県支部（和歌山市企業局内）が主とな
り、水道災害相互応援対策要綱に基づき支
援を行っている。なお、県支部で対応できな
い場合は、日本水道協会関西地方支部を
通じて、日本水道協会へ要請する体制となっ
ている。
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